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さいたま市告示第１号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文、第４６条第１項及び第５３条第１項

本文に規定する指定を次のとおり指定したので、同法第７８条第１項第１号、第８５条第１項第１号

及び第１１５条の１０第１項第１号の規定により告示する。 

令和３年１月４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 指定した施設・事業所 

(1) ケア大宮花の丘 

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市西区大字内野本郷 975 番地 5  

イ 事業種別  訪問リハビリテーション 

ウ 申請者   医療法人 丸山会 

エ 申請者住所 長野県上田市中丸子 1771 番地 1  

オ 代表者   理事長  丸山 和敏 

カ 指定番号  1156580070 

キ 指定年月日 令和 3 年 1 月 1 日 

(2) ケア大宮花の丘 

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市西区大字内野本郷 975 番地 5  

イ 事業種別  介護予防訪問リハビリテーション 

ウ 申請者   医療法人 丸山会 

エ 申請者住所 長野県上田市中丸子 1771 番地 1  

オ 代表者   理事長  丸山 和敏 

カ 指定番号  1156580070 

キ 指定年月日 令和 3 年 1 月 1 日 

(3) 訪問看護 誠凛 

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市北区日進町 2 丁目 544 番地 1  

イ 事業種別  訪問看護 

ウ 申請者   株式会社ネプシス 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市見沼区大字丸ケ崎 1220 番地  

オ 代表者   代表取締役  関 義男 

カ 指定番号  1166591242 

キ 指定年月日 令和 3 年 1 月 1 日 

(4) 訪問看護 誠凛 

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市北区日進町 2 丁目 544 番地 1  

イ 事業種別  介護予防訪問看護 

ウ 申請者   株式会社ネプシス 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市見沼区大字丸ケ崎 1220 番地  

オ 代表者   代表取締役  関 義男 

カ 指定番号  1166591242 

キ 指定年月日 令和 3 年 1 月 1 日 



 

 

(5) ひまわり訪問看護ステーション 

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市中央区本町東 5 丁目 19 番 7 号 Village 北栄 201 号 

イ 事業種別  訪問看護 

ウ 申請者   株式会社ナチュラルハート 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市中央区本町東 5 丁目 11 番 8 号 ＣＯＲＰＲＥＴＥ北栄 202

号 

オ 代表者   代表取締役  佐藤 美穂 

カ 指定番号  1166591259 

キ 指定年月日 令和 3 年 1 月 1 日 

(6) ひまわり訪問看護ステーション 

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市中央区本町東 5 丁目 19 番 7 号 Village 北栄 201 号 

イ 事業種別  介護予防訪問看護 

ウ 申請者   株式会社ナチュラルハート 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市中央区本町東 5 丁目 11 番 8 号 ＣＯＲＰＲＥＴＥ北栄 202

号 

オ 代表者   代表取締役  佐藤 美穂 

カ 指定番号  1166591259 

キ 指定年月日 令和 3 年 1 月 1 日 

(7) あすぽす訪問看護リハビリステーション岩槻 

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市岩槻区本町 3 丁目 20 番 15 号 亀谷大工町ビル 2 階 

イ 事業種別  訪問看護 

ウ 申請者   株式会社アスポス 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市岩槻区本町 3 丁目 20 番 15 号  

オ 代表者   代表取締役  亀谷 雄志 

カ 指定番号  1166591267 

キ 指定年月日 令和 3 年 1 月 1 日 

(8) あすぽす訪問看護リハビリステーション岩槻 

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市岩槻区本町 3 丁目 20 番 15 号 亀谷大工町ビル 2 階 

イ 事業種別  介護予防訪問看護 

ウ 申請者   株式会社アスポス 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市岩槻区本町 3 丁目 20 番 15 号  

オ 代表者   代表取締役  亀谷 雄志 

カ 指定番号  1166591267 

キ 指定年月日 令和 3 年 1 月 1 日 

(9) 居宅介護支援ガーネット 

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市西区三橋 6 丁目 573 番地 29  

イ 事業種別  居宅介護支援 

ウ 申請者   合同会社ガーネット 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市西区三橋 6 丁目 573 番地 29  



 

 

オ 代表者   代表社員  作間 健一 

カ 指定番号  1176518569 

キ 指定年月日 令和 3 年 1 月 1 日 

(10) ケアーズ訪問看護リハビリステーション大宮大成 

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市大宮区大成町 1 丁目 481 番地 浅見ビル 201 号室 

イ 事業種別  居宅介護支援 

ウ 申請者   株式会社玉屋利兵衛 

エ 申請者住所 山形県東村山郡山辺町大字山辺 1258 番地 12  

オ 代表者   代表取締役  安井 浩 

カ 指定番号  1176518577 

キ 指定年月日 令和 3 年 1 月 1 日 

(11) おおみや公園翔裕館１号館 

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市見沼区大字南中丸 254 番地 2  

イ 事業種別  特定施設入居者生活介護 

ウ 申請者   株式会社サンガジャパン 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4 丁目 252 番地  

オ 代表者   代表取締役  神成 裕介 

カ 指定番号  1176518585 

キ 指定年月日 令和 3 年 1 月 1 日 

(12) おおみや公園翔裕館１号館 

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市見沼区大字南中丸 254 番地 2  

イ 事業種別  介護予防特定施設入居者生活介護 

ウ 申請者   株式会社サンガジャパン 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4 丁目 252 番地  

オ 代表者   代表取締役  神成 裕介 

カ 指定番号  1176518585 

キ 指定年月日 令和 3 年 1 月 1 日 

(13) おおみや公園翔裕館２号館 

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市見沼区大字南中丸 250 番地 1  

イ 事業種別  特定施設入居者生活介護 

ウ 申請者   株式会社サンガジャパン 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4 丁目 252 番地  

オ 代表者   代表取締役  神成 裕介 

カ 指定番号  1176518593 

キ 指定年月日 令和 3 年 1 月 1 日 

(14) おおみや公園翔裕館２号館 

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市見沼区大字南中丸 250 番地 1  

イ 事業種別  介護予防特定施設入居者生活介護 

ウ 申請者   株式会社サンガジャパン 



 

 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4 丁目 252 番地  

オ 代表者   代表取締役  神成 裕介 

カ 指定番号  1176518593 

キ 指定年月日 令和 3 年 1 月 1 日 

(15) ななさと翔裕館 

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市見沼区春岡 2 丁目 47 番地 6  

イ 事業種別  特定施設入居者生活介護 

ウ 申請者   株式会社サンガジャパン 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4 丁目 252 番地  

オ 代表者   代表取締役  神成 裕介 

カ 指定番号  1176518601 

キ 指定年月日 令和 3 年 1 月 1 日 

(16) ななさと翔裕館 

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市見沼区春岡 2 丁目 47 番地 6  

イ 事業種別  介護予防特定施設入居者生活介護 

ウ 申請者   株式会社サンガジャパン 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4 丁目 252 番地  

オ 代表者   代表取締役  神成 裕介 

カ 指定番号  1176518601 

キ 指定年月日 令和 3 年 1 月 1 日 

(17) 浦和さくら翔裕館 

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市桜区桜田 2 丁目 9 番 10 号  

イ 事業種別  特定施設入居者生活介護 

ウ 申請者   株式会社サンガジャパン 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4 丁目 252 番地  

オ 代表者   代表取締役  神成 裕介 

カ 指定番号  1176518619 

キ 指定年月日 令和 3 年 1 月 1 日 

(18) 浦和さくら翔裕館 

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市桜区桜田 2 丁目 9 番 10 号  

イ 事業種別  介護予防特定施設入居者生活介護 

ウ 申請者   株式会社サンガジャパン 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4 丁目 252 番地  

オ 代表者   代表取締役  神成 裕介 

カ 指定番号  1176518619 

キ 指定年月日 令和 3 年 1 月 1 日 

(19) 浦和みその翔裕館 

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市緑区大字大門 2574 番地  

イ 事業種別  通所介護 



 

 

ウ 申請者   株式会社サンガジャパン 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4 丁目 252 番地  

オ 代表者   代表取締役  神成 裕介 

カ 指定番号  1176518627 

キ 指定年月日 令和 3 年 1 月 1 日 

(20) 西おおみや翔裕館 

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市西区大字指扇 3624 番地  

イ 事業種別  通所介護 

ウ 申請者   株式会社サンガジャパン 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4 丁目 252 番地  

オ 代表者   代表取締役  神成 裕介 

カ 指定番号  1176518635 

キ 指定年月日 令和 3 年 1 月 1 日 

(21) 笑美の桜 

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市岩槻区大字馬込 1330 番地 1  

イ 事業種別  通所介護 

ウ 申請者   株式会社真昇 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市北区東大成町 1 丁目 519 番地 1  

オ 代表者   代表取締役  吉眞 義人 

カ 指定番号  1176518643 

キ 指定年月日 令和 3 年 1 月 1 日 

(22) ケアプランサービス 茉莉花馬宮 

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市西区大字二ツ宮 280 番地 34  

イ 事業種別  居宅介護支援 

ウ 申請者   合同会社 ティーモーション 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市西区大字二ツ宮 280 番地 34  

オ 代表者   代表社員  田邉 裕子 

カ 指定番号  1176518650 

キ 指定年月日 令和 3 年 1 月 1 日 

(23) ステップぱーとなー大宮南中丸 

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市見沼区大字南中丸 29 番地 1  

イ 事業種別  通所介護 

ウ 申請者   株式会社ステップぱーとなー 

エ 申請者住所 東京都西東京市東伏見 4 丁目 9 番 4 号  

オ 代表者   代表取締役  小田長 竜太郎 

カ 指定番号  1176518668 

キ 指定年月日 令和 3 年 1 月 1 日 

２ 連絡先 

  担当 さいたま市役所保健福祉局長寿応援部介護保険課事業者係 



 

 

  電話 ０４８（８２９）１２６５ 

  



 

 

さいたま市告示第２号 

介護保険法第１１５条の４５の５第１項の規定に基づき、次のとおり第１号事業者の指定をしたた

め告示する。 

令和３年１月４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 指定した施設・事業所 

(1) 浦和みその翔裕館 

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市緑区大字大門 2574 番地  

イ 事業種別  介護予防通所介護サービス 

ウ 申請者   株式会社サンガジャパン 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4 丁目 252 番地  

オ 代表者   代表取締役  神成 裕介 

カ 指定番号  1176518627 

キ 指定年月日 令和 3 年 1 月 1 日 

(2) 西おおみや翔裕館 

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市西区大字指扇 3624 番地  

イ 事業種別  介護予防通所介護サービス 

ウ 申請者   株式会社サンガジャパン 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4 丁目 252 番地  

オ 代表者   代表取締役  神成 裕介 

カ 指定番号  1176518635 

キ 指定年月日 令和 3 年 1 月 1 日 

(3) 笑美の桜 

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市岩槻区大字馬込 1330 番地 1  

イ 事業種別  介護予防通所介護サービス 

ウ 申請者   株式会社真昇 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市北区東大成町 1 丁目 519 番地 1  

オ 代表者   代表取締役  吉眞 義人 

カ 指定番号  1176518643 

キ 指定年月日 令和 3 年 1 月 1 日 

(4) ステップぱーとなー大宮南中丸 

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市見沼区大字南中丸 29 番地 1  

イ 事業種別  介護予防通所介護サービス 

ウ 申請者   株式会社ステップぱーとなー 

エ 申請者住所 東京都西東京市東伏見 4 丁目 9 番 4 号  

オ 代表者   代表取締役  小田長 竜太郎 

カ 指定番号  1176518668 

キ 指定年月日 令和 3 年 1 月 1 日 

(5) コンパス茶の間 



 

 

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市北区奈良町 48 番地 2  

イ 事業種別  交流型通所サービス 

ウ 申請者   リハプライム株式会社 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区上小町 1106 番地  

オ 代表者   代表取締役  小池 修 

カ 指定番号  11A6500115 

キ 指定年月日 令和 3 年 1 月 1 日 

２ 連絡先 

（１）担当 さいたま市役所保健福祉局長寿応援部介護保険課事業者係 

（２）電話 ０４８（８２９）１２６５ 

  



 

 

さいたま市告示第３号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条第１項第２号、第８５条第１項第２号及び第１１

５条の１０第１項第２号の規定により告示する。 

令和３年１月４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 廃止した施設・事業所 

（１） 伊勢丹 浦和店 ハートフルステーション  

ア 住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂 1 丁目 15 番 1 号 

イ 事業種別 特定福祉用具販売 

ウ 申請者 株式会社 三越伊勢丹 

エ 申請者住所 東京都新宿区新宿 3 丁目 14 番 1 号 

オ 代表者 代表取締役 杉江 俊彦 

カ 指定番号 1176509147 

キ 廃止年月日 令和 2 年 12 月 20 日 

（２） 伊勢丹 浦和店 ハートフルステーション  

ア 住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂 1 丁目 15 番 1 号 

イ 事業種別 特定介護予防福祉用具販売 

ウ 申請者 株式会社 三越伊勢丹 

エ 申請者住所 東京都新宿区新宿 3 丁目 14 番 1 号 

オ 代表者 代表取締役 杉江 俊彦 

カ 指定番号 1176509147 

キ 廃止年月日 令和 2 年 12 月 20 日 

（３） いちご訪問看護ステーション  

ア 住所 埼玉県さいたま市中央区本町東 5 丁目 11 番 8 号 CORPRATE 北栄 102 号室 

イ 事業種別 訪問看護 

ウ 申請者 医療法人 敬樹会 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市西区大字指扇領別所 380 番地 2 いしいビル 2 階Ｂ 

オ 代表者 理事長 長倉 芳樹 

カ 指定番号 1166591184 

キ 廃止年月日 令和 2 年 12 月 31 日 

（４） いちご訪問看護ステーション  

ア 住所 埼玉県さいたま市中央区本町東 5 丁目 11 番 8 号 CORPRATE 北栄 102 号室 

イ 事業種別 介護予防訪問看護 

ウ 申請者 医療法人 敬樹会 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市西区大字指扇領別所 380 番地 2 いしいビル 2 階Ｂ 

オ 代表者 理事長 長倉 芳樹 

カ 指定番号 1166591184 

キ 廃止年月日 令和 2 年 12 月 31 日 

（５） キウイバード  



 

 

ア 住所 埼玉県さいたま市大宮区大成町 2 丁目 200 番地 

イ 事業種別 福祉用具貸与 

ウ 申請者 有限会社キウイバード 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区大成町 2 丁目 200 番地 

オ 代表者 取締役 関口 健司 

カ 指定番号 1176504924 

キ 廃止年月日 令和 2 年 12 月 31 日 

（６） キウイバード  

ア 住所 埼玉県さいたま市大宮区大成町 2 丁目 200 番地 

イ 事業種別 特定福祉用具販売 

ウ 申請者 有限会社キウイバード 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区大成町 2 丁目 200 番地 

オ 代表者 取締役 関口 健司 

カ 指定番号 1176504924 

キ 廃止年月日 令和 2 年 12 月 31 日 

（７） キウイバード  

ア 住所 埼玉県さいたま市大宮区大成町 2 丁目 200 番地 

イ 事業種別 介護予防福祉用具貸与 

ウ 申請者 有限会社キウイバード 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区大成町 2 丁目 200 番地 

オ 代表者 取締役 関口 健司 

カ 指定番号 1176504924 

キ 廃止年月日 令和 2 年 12 月 31 日 

（８） キウイバード  

ア 住所 埼玉県さいたま市大宮区大成町 2 丁目 200 番地 

イ 事業種別 特定介護予防福祉用具販売 

ウ 申請者 有限会社キウイバード 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区大成町 2 丁目 200 番地 

オ 代表者 取締役 関口 健司 

カ 指定番号 1176504924 

キ 廃止年月日 令和 2 年 12 月 31 日 

（９） 見沼さくらの杜  

ア 住所 埼玉県さいたま市見沼区東宮下 883 番地 1 

イ 事業種別 短期入所生活介護 

ウ 申請者 社会福祉法人 桐和会 

エ 申請者住所 埼玉県川口市神戸 539 番地 5 

オ 代表者 理事長 岡本 和久 

カ 指定番号 1176510277 

キ 廃止年月日 令和 2 年 12 月 31 日 



 

 

（１０） イリーゼ大宮南中丸デイサービスセンター  

ア 住所 埼玉県さいたま市見沼区大字南中丸 29 番地 1 

イ 事業種別 通所介護 

ウ 申請者 ＨＩＴＯＷＡケアサービス株式会社 

エ 申請者住所 東京都港区六本木 1-4-5 

オ 代表者 代表取締役 袴田 義輝 

カ 指定番号 1176511952 

キ 廃止年月日 令和 2 年 12 月 31 日 

（１１） イリーゼ大宮南中丸デイサービスセンター  

ア 住所 埼玉県さいたま市見沼区大字南中丸 29 番地 1 

イ 事業種別 介護予防通所介護サービス 

ウ 申請者 ＨＩＴＯＷＡケアサービス株式会社 

エ 申請者住所 東京都港区六本木 1-4-5 

オ 代表者 代表取締役 袴田 義輝 

カ 指定番号 1176511952 

キ 廃止年月日 令和 2 年 12 月 31 日 

（１２） 浦和みその翔裕館  

ア 住所 埼玉県さいたま市緑区大字大門 2574 番地 

イ 事業種別 通所介護 

ウ 申請者 株式会社関東サンガ 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4 丁目 252 番地 

オ 代表者 代表取締役 浅香 誠一郎 

カ 指定番号 1176512018 

キ 廃止年月日 令和 2 年 12 月 31 日 

（１３） 浦和みその翔裕館  

ア 住所 埼玉県さいたま市緑区大字大門 2574 番地 

イ 事業種別 介護予防通所介護サービス 

ウ 申請者 株式会社関東サンガ 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4 丁目 252 番地 

オ 代表者 代表取締役 浅香 誠一郎 

カ 指定番号 1176512018 

キ 廃止年月日 令和 2 年 12 月 31 日 

（１４） 浦和さくら翔裕館  

ア 住所 埼玉県さいたま市桜区桜田 2 丁目 9 番 10 号 

イ 事業種別 特定施設入居者生活介護 

ウ 申請者 株式会社関東サンガ 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4 丁目 252 番地 

オ 代表者 代表取締役 浅香 誠一郎 

カ 指定番号 1176512596 



 

 

キ 廃止年月日 令和 2 年 12 月 31 日 

（１５） 浦和さくら翔裕館  

ア 住所 埼玉県さいたま市桜区桜田 2 丁目 9 番 10 号 

イ 事業種別 介護予防特定施設入居者生活介護 

ウ 申請者 株式会社関東サンガ 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4 丁目 252 番地 

オ 代表者 代表取締役 浅香 誠一郎 

カ 指定番号 1176512596 

キ 廃止年月日 令和 2 年 12 月 31 日 

（１６） 昭和元気くらぶ ケアプランセンター  

ア 住所 埼玉県さいたま市西区大字指扇 3624 番地 

イ 事業種別 居宅介護支援 

ウ 申請者 株式会社関東サンガ 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4 丁目 252 番地 

オ 代表者 代表取締役 浅香 誠一郎 

カ 指定番号 1176513826 

キ 廃止年月日 令和 2 年 12 月 31 日 

（１７） 西おおみや翔裕館  

ア 住所 埼玉県さいたま市西区大字指扇 3624 番地 

イ 事業種別 通所介護 

ウ 申請者 株式会社関東サンガ 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4 丁目 252 番地 

オ 代表者 代表取締役 浅香 誠一郎 

カ 指定番号 1176513834 

キ 廃止年月日 令和 2 年 12 月 31 日 

（１８） 西おおみや翔裕館  

ア 住所 埼玉県さいたま市西区大字指扇 3624 番地 

イ 事業種別 介護予防通所介護サービス 

ウ 申請者 株式会社関東サンガ 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4 丁目 252 番地 

オ 代表者 代表取締役 浅香 誠一郎 

カ 指定番号 1176513834 

キ 廃止年月日 令和 2 年 12 月 31 日 

（１９） おおみや公園翔裕館２号館  

ア 住所 埼玉県さいたま市見沼区大字南中丸 250 番地 1 

イ 事業種別 特定施設入居者生活介護 

ウ 申請者 株式会社関東サンガ 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4 丁目 252 番地 

オ 代表者 代表取締役 浅香 誠一郎 



 

 

カ 指定番号 1176517926 

キ 廃止年月日 令和 2 年 12 月 31 日 

（２０） おおみや公園翔裕館２号館  

ア 住所 埼玉県さいたま市見沼区大字南中丸 250 番地 1 

イ 事業種別 介護予防特定施設入居者生活介護 

ウ 申請者 株式会社関東サンガ 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4 丁目 252 番地 

オ 代表者 代表取締役 浅香 誠一郎 

カ 指定番号 1176517926 

キ 廃止年月日 令和 2 年 12 月 31 日 

（２１） ななさと翔裕館  

ア 住所 埼玉県さいたま市見沼区春岡 2 丁目 47 番地 6 

イ 事業種別 特定施設入居者生活介護 

ウ 申請者 株式会社関東サンガ 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4 丁目 252 番地 

オ 代表者 代表取締役 浅香 誠一郎 

カ 指定番号 1176517934 

キ 廃止年月日 令和 2 年 12 月 31 日 

（２２） ななさと翔裕館  

ア 住所 埼玉県さいたま市見沼区春岡 2 丁目 47 番地 6 

イ 事業種別 介護予防特定施設入居者生活介護 

ウ 申請者 株式会社関東サンガ 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4 丁目 252 番地 

オ 代表者 代表取締役 浅香 誠一郎 

カ 指定番号 1176517934 

キ 廃止年月日 令和 2 年 12 月 31 日 

（２３） おおみや公園翔裕館１号館  

ア 住所 埼玉県さいたま市見沼区大字南中丸 254 番地 2 

イ 事業種別 特定施設入居者生活介護 

ウ 申請者 株式会社関東サンガ 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4 丁目 252 番地 

オ 代表者 代表取締役 浅香 誠一郎 

カ 指定番号 1176517942 

キ 廃止年月日 令和 2 年 12 月 31 日 

（２４） おおみや公園翔裕館１号館  

ア 住所 埼玉県さいたま市見沼区大字南中丸 254 番地 2 

イ 事業種別 介護予防特定施設入居者生活介護 

ウ 申請者 株式会社関東サンガ 

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4 丁目 252 番地 



 

 

オ 代表者 代表取締役 浅香 誠一郎 

カ 指定番号 1176517942 

キ 廃止年月日 令和 2 年 12 月 31 日 

２ 連絡先 

  担当 さいたま市役所保健福祉局長寿応援部介護保険課事業者係 

  電話 ０４８（８２９）１２６５ 



 

 

さいたま市告示第４号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 

令和３年１月４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市緑区大字大間木字附島１６４２番１、１６４３番１ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

（省略） 

３ 許可番号 

 令和２年１２月９日 

 第 変‐Ｓ２０２００１４ 号 

４ 検査済証番号 

 令和２年１２月２８日 

 第 完‐Ｓ２０２００１４ 号 

  



 

 

さいたま市告示第５号 

 公の施設の指定管理者を、さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第３条第１項

の規定により、次のとおり指定する。 

令和３年１月５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

   所在地 さいたま市浦和区東高砂町１１番１号 

   名 称 さいたま市営浦和駅東口駐車場 

２ 指定管理者に指定する団体 

   所在地 東京都渋谷区神泉町８番１６号 

   名 称 株式会社パルコスペースシステムズ 

   代表者 代表取締役社長 因泥 孝和 

３ 指定する期間 

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

  



 

 

さいたま市告示第６号 

土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第５８条第１項の規定によるさいたま都市計画事業南

与野駅西口土地区画整理審議会委員の選挙期日を令和３年３月２１日と定めたので、土地区画整理法施

行令（昭和３０年政令第４７号）第１９条の規定により告示する。なお、この選挙について同令第２０

条の規定により作成する選挙人名簿を、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

令和３年１月５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 縦覧場所 

  住所 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号（中央区役所４階） 

  名称 与野まちづくり事務所 

２ 縦覧期間 

  期間 令和３年１月２８日から令和３年２月１０日まで 

  時間 午前９時００分から午後５時００分まで 

３ 連絡先 

   担当 さいたま市都市局まちづくり推進部与野まちづくり事務所 

   電話 ０４８（８４０）６１５３



 

 

さいたま市告示第７号 

 令和２年１２月２５日付けで専決処分した次の補正予算を地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２１９条第２項の規定により、別紙（別紙省略）のとおり公表する。 

令和３年１月５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

 

１ 令和２年度さいたま市一般会計補正予算（第２０号） 

  



 

 

さいたま市告示第８号 

さいたま市個人情報保護条例（平成１３年さいたま市条例第１８号）第６条第５項及びさいたま市

個人情報保護条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第１９号）第３条に基づき、個人情報取扱事

務に係る届出について次のとおり告示する。 

令和３年１月５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 個人情報取扱事務開始届出書 

 別紙のとおり  ２５件 

２ 個人情報取扱事務変更届出書 

 別紙のとおり  ２６件 

３ 個人情報取扱事務廃止届出書 

 別紙のとおり  １４件 

４ 連絡先 

  担当 さいたま市役所総務局総務部行政透明推進課行政透明推進係 

  電話 ０４８（８２９）１１１８ 

  



整理
番号

種別
事務
番号

事務の名称 担当課

1 開始 2692 見沼区役所公用車事故処理関係事務 見沼区　区民生活部　総務課

2 開始 2693 見沼区役所拾得物件管理事務 見沼区　区民生活部　総務課

3 開始 2694 見沼区役所職場体験受入事務 見沼区　区民生活部　総務課

4 開始 2695 見沼区役所庁舎管理に係る事件・事故処理 見沼区　区民生活部　総務課

5 開始 2696 見沼区役所庁舎警備事務 見沼区　区民生活部　総務課

6 開始 2697 見沼区役所庁舎使用許可事務 見沼区　区民生活部　総務課

7 開始 2698 見沼区防災事務（自主防災組織連絡協議会事務局及び防災講演会） 見沼区　区民生活部　総務課

8 開始 2699 見沼区防犯事務 見沼区　区民生活部　総務課

9 開始 2700 岩槻区役所多目的室使用許可事務 岩槻区　区民生活部　コミュニティ課

10 開始 2701 創業機運醸成事業 経済局　商工観光部　経済政策課

11 開始 2702 公共事業評価審議会委嘱事務 建設局　技術管理課

12 開始 2703 公共事業評価審議会傍聴受付事務 建設局　技術管理課

13 開始 2704 COOL CHOICE普及啓発活動推進事務 都市戦略本部　未来都市推進部

14 開始 2705 と畜場法に基づく申請等に関する事務 保健福祉局　保健部　食肉衛生検査所

15 開始 2706 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づく申請等に関する事務 保健福祉局　保健部　食肉衛生検査所

16 開始 2707 牛の特定部位の焼却免除及び使用に関する許可事務 保健福祉局　保健部　食肉衛生検査所

17 開始 2708 輸出食肉に関する申請事務 保健福祉局　保健部　食肉衛生検査所

18 開始 2709 食肉関係従事者表彰事務 保健福祉局　保健部　食肉衛生検査所

19 開始 2710 緑区避難所開設情報等配信事務 緑区　区民生活部　総務課

20 開始 2711 見沼たんぼ桜回廊サポーター制度運用事務 都市局　都市計画部　見沼田圃政策推進室

21 開始 2712 認可地縁団体事務 市民局　市民生活部　コミュニティ推進課

22 開始 2713 大宮区役所運営協議会事務 市民局　区政推進部

23 開始 2714 「大宮区安全・安心のつどい」イベント管理事務 大宮区　区民生活部　総務課

24 開始 2715 さいたま市自動通話録音装置貸出事業 市民局　市民生活部　市民生活安全課

25 開始 2716 感染拡大防止対策協力事業者支援事業 経済局　商工観光部　経済政策課

1 変更 1388 自主防災組織補助金交付事務 総務局　危機管理部　防災課

2 変更 1306 ファミリー・サポート・センター運営事業 子ども未来局　子ども育成部　子育て支援政策課

3 変更 1842 子育てヘルパー派遣事業 子ども未来局　子ども育成部　子育て支援政策課

4 変更 1858 ハローエンゼル訪問事業 子ども未来局　子ども育成部　子育て支援政策課

5 変更 2556 ファミリー・サポート・センターひとり親家庭支援事業 子ども未来局　子ども育成部　子育て支援政策課

6 変更 2433 子どもの居場所づくり事業（多世代交流会食） 子ども未来局　子ども育成部　子育て支援政策課

7 変更 1834 さいたま市市民活動推進委員会の設置運営 市民局　市民生活部　市民協働推進課

8 変更 2070 さいたま市市民活動及び協働の推進助成事業 市民局　市民生活部　市民協働推進課

個人情報取扱事務一覧（令和2年11月1日～令和2年12月31日受付分）



整理
番号

種別
事務
番号

事務の名称 担当課

個人情報取扱事務一覧（令和2年11月1日～令和2年12月31日受付分）

9 変更 1778 健康増進法に基づく事務 保健福祉局　保健所　地域保健支援課

10 変更 1627 人事記録事務 水道局　業務部　水道総務課

11 変更 1628 職員任免・異動事務 水道局　業務部　水道総務課

12 変更 1629 派遣研修事務 水道局　業務部　水道総務課

13 変更 2152 職員服務管理事務 水道局　業務部　水道総務課

14 変更 1 行政情報開示事務 総務局　総務部　行政透明推進課

15 変更 2 個人情報開示等事務 総務局　総務部　行政透明推進課

16 変更 41 情報公開・個人情報保護審査会運営事務 総務局　総務部　行政透明推進課

17 変更 2336 情報提供事務 総務局　総務部　行政透明推進課

18 変更 1693 食品関係の営業許可に係わる事務 保健福祉局　保健所　食品衛生課

19 変更 1694 食中毒苦情処理事務 保健福祉局　保健所　食品衛生課

20 変更 2365 食品衛生に関する表彰及び講座等開催事務 保健福祉局　保健所　食品衛生課

21 変更 972 文化作品展開催事務 保健福祉局　福祉部　障害政策課

22 変更 663 自治会活動支援事務 市民局　市民生活部　コミュニティ推進課

23 変更 668 自治会への各種補助金交付事務 市民局　市民生活部　コミュニティ推進課

24 変更 358 交通安全施設の事故破損関係事務 市民局　市民生活部　市民生活安全課

25 変更 2639 スクールロイヤー等専門家チーム事務 教育委員会事務局　学校教育部　指導２課

26 変更 1494 児童生徒事故報告書 教育委員会事務局　学校教育部　指導２課

1 廃止 1236 生きがい活動支援通所事業事務 保健福祉局　長寿応援部　いきいき長寿推進課

2 廃止 1247 高齢者水泳教室事務 保健福祉局　長寿応援部　いきいき長寿推進課

3 廃止 1950 さいたまキッズなＣｉｔｙ開催事務 子ども未来局　子ども育成部　子育て支援政策課

4 廃止 2027 子ども総合センター事業用地取扱事務 子ども未来局　子ども育成部　子育て支援政策課

5 廃止 2028 子ども総合センター基本計画策定事務 子ども未来局　子ども育成部　子育て支援政策課

6 廃止 1501 幼児教育事務 教育委員会事務局　学校教育部　指導１課

7 廃止 839 土地・家屋課税台帳（閲覧用）閲覧受付事務 財政局　税務部　固定資産税課

8 廃止 913 特別土地保有税審議会事務 財政局　税務部　固定資産税課

9 廃止 8 行政情報開示請求受付事務 総務局　総務部　行政透明推進課

10 廃止 9 個人情報開示請求等受付事務 総務局　総務部　行政透明推進課

11 廃止 2574 移動図書館車両の愛称募集 教育委員会事務局　中央図書館　管理課

12 廃止 689 自治会集会所整備事業 市民局　市民生活部　コミュニティ推進課

13 廃止 864 コミュニティ助成事業 市民局　市民生活部　コミュニティ推進課

14 廃止 872 自治会用掲示板の設置及び修理 市民局　市民生活部　コミュニティ推進課
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□ □

■ ■ □ □

□ □ ■ ■
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□ その他

備 考

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号

印影 趣味・嗜好

その他 その他

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

5人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 事故の当事者
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

車両の適正な管理のため、さいたま市車両管理規程に基づき、区役所各課所室が管理する自動
車、原動機付自転車及び自転車の交通事故等の対応を行う。

事 務 開 始 日 平成15年4月1日 事 務 開 始 届 出 日 令和2年11月5日

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 001

事 務 変 更 日 事 務 変 更 届 出 日

さいたま市個人情報保護条例第６条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 見沼区役所公用車事故処理関係事務 事務番号 2692

担 当 課 名 見沼区　区民生活部　総務課 担当課コード 10137601

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務開始届出書

令和2年11月5日

さいたま市長　様

市長
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■ ■ □ □
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□ その他

備 考

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号

印影 趣味・嗜好

その他 その他

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

300人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 物件の拾得者及び遺失者
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

庁舎内で拾得した物件の適正な管理のため、遺失物法に基づき、拾得物件を遺失者に返還し、又
は警察署長に提出する。

事 務 開 始 日 平成15年4月1日 事 務 開 始 届 出 日 令和2年11月5日

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 001

事 務 変 更 日 事 務 変 更 届 出 日

さいたま市個人情報保護条例第６条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 見沼区役所拾得物件管理事務 事務番号 2693

担 当 課 名 見沼区　区民生活部　総務課 担当課コード 10137601

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務開始届出書

令和2年11月5日

さいたま市長　様

市長
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□ その他

備 考 事務区分共通：見沼区役所各課

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号

印影 趣味・嗜好

その他 その他

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

20人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 受け入れる生徒
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

市立中学校、県立高等学校等からの依頼を受け、在学する生徒が豊かな勤労観・職業観を育むた
め、区役所各課所室にて職場体験を行う。写真・感想文等をホームページ、市報等に掲載する場
合もある。

事 務 開 始 日 平成15年4月1日 事 務 開 始 届 出 日 令和2年11月5日

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 001

事 務 変 更 日 事 務 変 更 届 出 日

さいたま市個人情報保護条例第６条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 見沼区役所職場体験受入事務 事務番号 2694

担 当 課 名 見沼区　区民生活部　総務課 担当課コード 10137601

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務開始届出書

令和2年11月5日

さいたま市長　様

市長



■ □

□ ■ □ □ □

■ ■ □ □ □

■ ■ □ □ □

■ ■ □ □ □

■ □ □ □ □

■ □ □ □ □

□ □ □

■ □

□ □

□

□

□ □

□

□

□

□

■

□

□ □

□ □

□

□

□ □

□ □

□ □

■ ■ □ □

□ □ ■ ■

■

□ その他

備 考

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号

印影 趣味・嗜好

その他 その他

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

1人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 事件、事故等の当事者
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

庁舎の秩序を維持するため、さいたま市庁舎管理規則に基づき、庁舎内で発生した事件、事故等
に対応する。

事 務 開 始 日 平成15年4月1日 事 務 開 始 届 出 日 令和2年11月5日

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 001

事 務 変 更 日 事 務 変 更 届 出 日

さいたま市個人情報保護条例第６条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 見沼区役所庁舎管理に係る事件・事故処理 事務番号 2695

担 当 課 名 見沼区　区民生活部　総務課 担当課コード 10137601

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務開始届出書

令和2年11月5日

さいたま市長　様

市長
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□ その他

備 考

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号

印影 趣味・嗜好

その他 その他

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

2,400人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 開庁時間外及び休日の庁舎出入者
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

開庁時間外及び休日における庁舎の秩序を維持するため、さいたま市庁舎管理規則に基づき、庁
舎出入者の氏名、要件等の徴収を行う。聴取した内容は、所管課に引き継ぐ。

事 務 開 始 日 平成15年4月1日 事 務 開 始 届 出 日 令和2年11月5日

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 001

事 務 変 更 日 事 務 変 更 届 出 日

さいたま市個人情報保護条例第６条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 見沼区役所庁舎警備事務 事務番号 2696

担 当 課 名 見沼区　区民生活部　総務課 担当課コード 10137601

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務開始届出書

令和2年11月5日

さいたま市長　様

市長
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□ その他

備 考

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号

印影 趣味・嗜好

その他 その他

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

50人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 使用許可の申請者
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

庁舎の秩序を維持するため、さいたま市財産規則に基づく行政財産の使用許可及びさいたま市庁
舎管理規則に基づく許可行為の手続を行う。

事 務 開 始 日 平成15年4月1日 事 務 開 始 届 出 日 令和2年11月5日

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 001

事 務 変 更 日 事 務 変 更 届 出 日

さいたま市個人情報保護条例第６条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 見沼区役所庁舎使用許可事務 事務番号 2697

担 当 課 名 見沼区　区民生活部　総務課 担当課コード 10137601

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務開始届出書

令和2年11月5日

さいたま市長　様

市長
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様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務開始届出書

令和2年11月5日

さいたま市長　様

市長

さいたま市個人情報保護条例第６条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称
見沼区防災事務（自主防災組織連絡協議会事務局及び
防災講演会）

事務番号 2698

担 当 課 名 見沼区　区民生活部　総務課 担当課コード 10137601

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 001

事 務 変 更 日 事 務 変 更 届 出 日

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

見沼区内の自主防災組織の結成や育成強化を推進し、防災体制の万全を期するための自主防災
組織連絡協議会の活動にあたっての連絡調整を行う。
また、地域防災力の向上の観点から、区内の自主防災組織や自治会を対象とした外部講師をよる
講演会を開催するにあたって必要な事務連絡を行う。

事 務 開 始 日 平成23年3月18日 事 務 開 始 届 出 日 令和2年11月5日

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 講演会講師及び参加希望者
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

300人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所 資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

印影 趣味・嗜好

その他 その他

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号 法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

その他

備 考

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム
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様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務開始届出書

令和2年11月5日

さいたま市長　様

市長

さいたま市個人情報保護条例第６条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 見沼区防犯事務 事務番号 2699

担 当 課 名 見沼区　区民生活部　総務課 担当課コード 10137601

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 001

事 務 変 更 日 事 務 変 更 届 出 日

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

地域の団体や大宮東警察署と連携し、防犯・啓発活動を実施する上で必要な事務連絡を行う。

事 務 開 始 日 平成23年4月1日 事 務 開 始 届 出 日 令和2年11月5日

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲
自主防犯活動団体、見沼区防犯連絡協議会、防犯講
演会講師

事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

300人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所 資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

印影 趣味・嗜好

その他 その他

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号 法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

その他

備 考

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム
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様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務開始届出書

令和2年11月10日

さいたま市長　様

市長

さいたま市個人情報保護条例第６条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 岩槻区役所多目的室使用許可事務 事務番号 2700

担 当 課 名 岩槻区　区民生活部　コミュニティ課 担当課コード 10198810

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 001

事 務 変 更 日 事 務 変 更 届 出 日

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

岩槻区内の団体等によるコミュニティづくりや、地域振興などの活動を支援するため、さいたま市岩
槻区役所多目的室使用許可基準に基づく多目的室の使用許可申請の受付のほか、多目的室の
使用許可に関し必要な事務を行う。

事 務 開 始 日 平成17年4月1日 事 務 開 始 届 出 日 令和2年11月10日

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 登録団体代表者及び会員
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

59人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所 資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

印影 趣味・嗜好

その他 その他

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号 法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

その他

備 考

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有
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備 考

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号

印影 趣味・嗜好

その他 その他

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

30人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 市内起業家、市内在住または在学中の学生
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

市内在住または在学中の学生を対象に、先輩起業家による起業の体験談を聞く講座やグループ
ディスカッションを行う等、学生の起業意識の醸成や創業に向けた準備活動ができるようになるプロ
グラムを実施するもの。

事 務 開 始 日 平成31年4月1日 事 務 開 始 届 出 日 令和2年11月11日

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 001

事 務 変 更 日 事 務 変 更 届 出 日

さいたま市個人情報保護条例第６条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 創業機運醸成事業 事務番号 2701

担 当 課 名 経済局　商工観光部　経済政策課 担当課コード 10944010

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務開始届出書

令和2年11月11日

さいたま市長　様

市長
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様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務開始届出書

令和2年11月17日

さいたま市長　様

市長

さいたま市個人情報保護条例第６条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 公共事業評価審議会委嘱事務 事務番号 2702

担 当 課 名 建設局　技術管理課 担当課コード 10088010

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 001

事 務 変 更 日 事 務 変 更 届 出 日

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

さいたま市公共事業評価審議会第２条及び第３条に基づく委員の任命及びこれに付随する事務を
行う。

事 務 開 始 日 令和1年11月1日 事 務 開 始 届 出 日 令和2年11月17日

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 さいたま市公共事業評価審議会委員
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

7人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所 資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

印影 趣味・嗜好

その他 その他

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号 法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

その他

備 考

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム
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様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務開始届出書

令和2年11月17日

さいたま市長　様

市長

さいたま市個人情報保護条例第６条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 公共事業評価審議会傍聴受付事務 事務番号 2703

担 当 課 名 建設局　技術管理課 担当課コード 10088010

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 001

事 務 変 更 日 事 務 変 更 届 出 日

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

さいたま市公共事業評価審議会傍聴要領に基づき公開された会議の傍聴者の受付を行う。

事 務 開 始 日 令和1年11月1日 事 務 開 始 届 出 日 令和2年11月17日

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 さいたま市公共事業評価審議会傍聴者
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

10人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所 資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

印影 趣味・嗜好

その他 その他

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号 法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

その他

備 考

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有
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様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務開始届出書

令和2年11月20日

さいたま市長　様

市長

さいたま市個人情報保護条例第６条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 COOL CHOICE普及啓発活動推進事務 事務番号 2704

担 当 課 名 都市戦略本部　未来都市推進部 担当課コード 10408010

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 001

事 務 変 更 日 事 務 変 更 届 出 日

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

国が推進する地球温暖化対策のための国民運動「COOL CHOICE（賢い選択）」に関する普及啓
発活動を実施する。COOL CHOICEの普及啓発のため、賛同書を受け付け、収集した賛同書は
正本を環境省に提出し、副本は市で保管する。また、市ホームページ上で賛同を促し、データを取
りまとめ、環境省に提出する。

事 務 開 始 日 令和2年11月24日 事 務 開 始 届 出 日 令和2年11月20日

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 COOL CHOICE賛同者
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

2,000人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所 資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

印影 趣味・嗜好

その他 その他

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号 法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

その他

備 考 個人情報の提供先関係機関：環境省

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有
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様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務開始届出書

令和2年12月1日

さいたま市長　様

市長

さいたま市個人情報保護条例第６条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 と畜場法に基づく申請等に関する事務 事務番号 2705

担 当 課 名 保健福祉局　保健部　食肉衛生検査所 担当課コード 10052545

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 001

事 務 変 更 日 事 務 変 更 届 出 日

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

食用に供するために行う獣畜の処理の適性の確保のため、と畜場法に基づく申請・届出を受け付
け、許可及び必要な措置を行う。

事 務 開 始 日 平成14年4月1日 事 務 開 始 届 出 日 令和2年12月1日

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 申請者、届出者
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

4人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所 資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

印影 趣味・嗜好

その他 その他

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号 法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

その他

備 考

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有
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様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務開始届出書

令和2年12月1日

さいたま市長　様

市長

さいたま市個人情報保護条例第６条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に
基づく申請等に関する事務

事務番号 2706

担 当 課 名 保健福祉局　保健部　食肉衛生検査所 担当課コード 10052545

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 001

事 務 変 更 日 事 務 変 更 届 出 日

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検
査に関する法律に基づく申請、届出を受け付け、許可及び必要な措置を行う。

事 務 開 始 日 平成14年4月1日 事 務 開 始 届 出 日 令和2年12月1日

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 申請者、届出者
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

2人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所 資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

印影 趣味・嗜好

その他 その他

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号 法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

その他

備 考

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有
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様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務開始届出書

令和2年12月1日

さいたま市長　様

市長

さいたま市個人情報保護条例第６条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 牛の特定部位の焼却免除及び使用に関する許可事務 事務番号 2707

担 当 課 名 保健福祉局　保健部　食肉衛生検査所 担当課コード 10052545

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 001

事 務 変 更 日 事 務 変 更 届 出 日

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

学術研究の用に供するため牛の特定部位の焼却免除及び使用について、牛海綿状脳症特別措
置法に基づく申請受け付け、許可を行う。

事 務 開 始 日 平成14年10月30日 事 務 開 始 届 出 日 令和2年12月1日

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 申請者、届出者
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

1人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所 資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

印影 趣味・嗜好

その他 その他

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号 法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

その他

備 考

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有
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様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務開始届出書

令和2年12月1日

さいたま市長　様

市長

さいたま市個人情報保護条例第６条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 輸出食肉に関する申請事務 事務番号 2708

担 当 課 名 保健福祉局　保健部　食肉衛生検査所 担当課コード 10052545

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 001

事 務 変 更 日 事 務 変 更 届 出 日

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に基づき、輸出食肉の衛生証明書及び輸出食
肉を取り扱うと畜場・食肉処理施設の認定に関する申請についての事務を行う。

事 務 開 始 日 平成28年4月1日 事 務 開 始 届 出 日 令和2年12月1日

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 申請者
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

2人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所 資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

印影 趣味・嗜好

その他 その他

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号 法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

その他

備 考

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム
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様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務開始届出書

令和2年12月1日

さいたま市長　様

市長

さいたま市個人情報保護条例第６条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 食肉関係従事者表彰事務 事務番号 2709

担 当 課 名 保健福祉局　保健部　食肉衛生検査所 担当課コード 10052545

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 001

事 務 変 更 日 事 務 変 更 届 出 日

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

食肉衛生の向上に献身的に努力し、その成果が顕著である食肉関係従事者に対して、その功績
を表彰し、公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。

事 務 開 始 日 平成14年4月1日 事 務 開 始 届 出 日 令和2年12月1日

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 表彰対象者
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

4人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所 資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

印影 趣味・嗜好

その他 その他

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号 法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

その他

備 考 心身その他：性質、素行、徳望

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム
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□ その他

備 考

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号

印影 趣味・嗜好

その他 その他

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

300人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 各自治会におけるメール配信希望者
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

災害時におけるさいたま市の情報提供に加え、緑区内の避難所開設等の情報をメールにて配信
することで、情報の伝達漏れを予防する。

事 務 開 始 日 令和2年11月24日 事 務 開 始 届 出 日 令和2年12月1日

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 001

事 務 変 更 日 事 務 変 更 届 出 日

さいたま市個人情報保護条例第６条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 緑区避難所開設情報等配信事務 事務番号 2710

担 当 課 名 緑区　区民生活部　総務課 担当課コード 10188601

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務開始届出書

令和2年12月1日

さいたま市長　様

市長
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□ その他

備 考

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号

印影 趣味・嗜好

その他 その他

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

500人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 見沼田んぼ桜回廊サポーター制度申込者
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

見沼田んぼ桜回廊サポーター制度の運用及びサポーターへの情報提供等

事 務 開 始 日 令和2年12月15日 事 務 開 始 届 出 日 令和2年12月9日

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 001

事 務 変 更 日 事 務 変 更 届 出 日

さいたま市個人情報保護条例第６条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 見沼田んぼ桜回廊サポーター制度運用事務 事務番号 2711

担 当 課 名 都市局　都市計画部　見沼田圃政策推進室 担当課コード 10074560

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務開始届出書

令和2年12月9日

さいたま市長　様

市長
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様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務開始届出書

令和2年12月10日

さいたま市長　様

市長

さいたま市個人情報保護条例第６条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 認可地縁団体事務 事務番号 2712

担 当 課 名 市民局　市民生活部　コミュニティ推進課 担当課コード 10042230

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 001

事 務 変 更 日 事 務 変 更 届 出 日

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

地方自治法第260条の２の規定に基づき、地縁団体の認可、告示、台帳の作成、証明書の交付、
規約変更の認可、認可地縁団体が所有する不動産の登記移転等に係る公告を行う。また、さいた
ま市認可地縁団体印鑑条例に基づき、認可地縁団体の印鑑登録、証明書の交付を行う。

事 務 開 始 日 平成13年5月1日 事 務 開 始 届 出 日 令和2年12月10日

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲
地縁団体の代表者及び構成員、告示事項証明書請求
者、異議申出者、印鑑登録等の申請者又は代理人

事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

2,000人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所 資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

印影 趣味・嗜好

その他 その他

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号 法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

その他

備 考 事務区分共通：各区役所コミュニティ課

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム
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□ その他

備 考

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号

印影 趣味・嗜好

その他 その他

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

8人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 市民委員
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

ＰＦＩ事業者が適切に維持管理・運営を実施しているかの確認をし、また利用する市民等の要望、
意見等を把握することより、維持管理・運営の改善を行うことを目的とした運営協議会を開催する。
収集した個人情報は、事務連絡に使用する。

事 務 開 始 日 平成31年3月29日 事 務 開 始 届 出 日 令和2年12月16日

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 001

事 務 変 更 日 事 務 変 更 届 出 日

さいたま市個人情報保護条例第６条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 大宮区役所運営協議会事務 事務番号 2713

担 当 課 名 市民局　区政推進部 担当課コード 10043001

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務開始届出書

令和2年12月16日

さいたま市長　様

市長
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様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務開始届出書

令和2年12月22日

さいたま市長　様

市長

さいたま市個人情報保護条例第６条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 「大宮区安全・安心のつどい」イベント管理事務 事務番号 2714

担 当 課 名 大宮区　区民生活部　総務課 担当課コード 10127401

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 001

事 務 変 更 日 事 務 変 更 届 出 日

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

防災、防犯及び交通安全に対する区民一人ひとりの意識の高揚と知識の普及を目的に、講座及
び講演会を開催し、大宮区の「安全・安心なまちづくり」を推進する。

事 務 開 始 日 平成28年2月28日 事 務 開 始 届 出 日 令和2年12月22日

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 イベントの参加者、講師、出演者
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

800人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所 資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

印影 趣味・嗜好

その他 その他

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号 法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

その他

備 考

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム
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様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務開始届出書

令和2年12月23日

さいたま市長　様

市長

さいたま市個人情報保護条例第６条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 さいたま市自動通話録音装置貸出事業 事務番号 2715

担 当 課 名 市民局　市民生活部　市民生活安全課 担当課コード 10042215

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 001

事 務 変 更 日 事 務 変 更 届 出 日

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

市内の高齢者世帯や、日中高齢者のみとなる世帯に対し、振り込め詐欺防止のため自動通話録
音装置を貸与し、振り込め詐欺を未然に防止し、機器の普及啓発を図る。収集した情報は、機器
設置を行う委託業者と共有する。

事 務 開 始 日 平成28年9月1日 事 務 開 始 届 出 日 令和2年12月23日

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 自動通話録音装置貸出事業の申請者
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

500人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所 資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

印影 趣味・嗜好

その他 その他

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号 法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

その他

備 考 事務区分共通：各区役所総務課

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム
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□ その他

備 考 個人情報の収集先その他：区政推進部（事務番号305「住民登録事務」の目的の範囲内で利用）

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号

印影 趣味・嗜好

その他 その他

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

2,400人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 支援金申請者
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

新型コロナウイルス感染拡大防止と事業者支援のため、さいたま市感染拡大防止対策協力事業者
支援金交付要綱に基づき支援金の申請を受け付け、埼玉県感染防止対策協力金に上乗せして
支給する。収集した情報は本人同意を得た上で埼玉県・川口市・越谷市に提供することがある。

事 務 開 始 日 令和2年12月18日 事 務 開 始 届 出 日 令和2年12月18日

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 001

事 務 変 更 日 事 務 変 更 届 出 日

さいたま市個人情報保護条例第６条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 感染拡大防止対策協力事業者支援事業 事務番号 2716

担 当 課 名 経済局　商工観光部　経済政策課 担当課コード 10944010

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務開始届出書

令和2年12月18日

さいたま市長　様

市長



□ ■

□ □ □ □ □

■ □ □ □ □

□ □ □ □ □

■ □ □ □ □

■ □ □ □ □

□ □ □ □ ■

□ □ □

□ □

□ □

□

□

□ □

□

□

□

□

■

□

□ □

□ □

□

□

□ □

□ □

□ □

■ ■ □ □

□ □ ■ ■

■
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備 考
事務区分共通：各区役所総務課／令和2年10月30日　自主防災組織補助金交付要綱の改正に伴い、事務の名称、事務
の目的及び概要を変更。また、自主防災組織数の増加に伴い、対象者数を変更。

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号

印影 趣味・嗜好

その他 その他

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

790人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 自治会長、自主防災会長
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

自主防災組織補助金交付要綱に基づき、自治会及び自主防災会からの補助金申請を審査し、補
助金を交付する。

事 務 開 始 日 平成13年5月1日 事 務 開 始 届 出 日 平成13年5月1日

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 有 履歴番号 004

事 務 変 更 日 令和2年10月30日 事 務 変 更 届 出 日 令和2年11月5日

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 自主防災組織補助金交付事務 事務番号 1388

担 当 課 名 総務局　危機管理部　防災課 担当課コード 10021620

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務変更届出書

令和2年11月5日

さいたま市長　様

市長



■ □

□ ■ □ □ ■

■ ■ □ □ ■

■ ■ □ ■ ■

■ ■ □ □ □

■ □ □ ■ ■

■ □ □ ■ □

□ □ □

■ ■

□ ■

□

□

□ □

□

□

□

□

■

□

□ □

□ □

□

□

□ □

□ □

□ □

■ ■ □ ■

□ □ ■ □

■

□ その他

備 考
心身その他：かかりつけ医師・病院／生活事項その他：援助の内容／令和2年10月1日　医療保険制度の適正かつ効率
的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の規定の施行により一般的取扱情報（経済状況）を変更。事
務見直しにより、事務の名称、対象者の範囲、対象者数、一般的取扱情報（基本的事項）を変更。

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号

印影 趣味・嗜好

その他 その他

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

11,000人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲
さいたまファミリー・サポート・センター及び緊急サポート
センター埼玉の会員

事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

育児の援助を受けたい者と行いたい者を会員として組織化し、相互援助活動を行うことにより、勤
労者が仕事と育児を両立し安心して働くことが出来る環境作りを目的とする。援助活動を行う上で
必要な会員情報をセンターに登録し調整役であるアドバイザー等が適切な斡旋を行う。又援助活
動をした会員から報告書の提出を受ける。

事 務 開 始 日 平成13年5月1日 事 務 開 始 届 出 日 平成13年5月1日

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 006

事 務 変 更 日 令和2年10月1日 事 務 変 更 届 出 日 令和2年11月4日

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 ファミリー・サポート・センター運営事業 事務番号 1306

担 当 課 名 子ども未来局　子ども育成部　子育て支援政策課 担当課コード 10986550

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務変更届出書

令和2年11月4日

さいたま市長　様

市長



■ □

□ □ □ □ ■

■ ■ □ □ ■

■ □ □ ■ □

■ □ ■ □ □

■ □ □ □ □

■ □ ■ □ □

□ □ □

■ □

□ □

□

□

□ □

□

□

□

□

□

■

□ □

□ □

□

■

□ □

□ □

□ □

■ ■ □ ■

□ □ ■ □

■

□ その他

備 考

経済状況その他：課税状況／個人情報の収集先その他：生活福祉課（事務番号749「生活保護事務」から目的外利用）、
年金医療課（事務番号188「ひとり親家庭等医療費支給事務」から目的外利用）、市民税課（事務番号1176「個人市・県民
税の賦課事務（普通徴収事務）」から目的外利用）、法人課税課（事務番号731「個人市・県民税の賦課事務（特別徴収事
務）」から目的外利用）／令和2年10月1日 事務見直しにより、事務の名称、一般的取扱情報、個人情報の収集先を変
更。

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号

印影 趣味・嗜好

その他 その他

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

200人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 利用者世帯全員
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

さいたま市子育てヘルパー派遣事業実施要綱に基づき、体調不良等により子育てに負担感・不安
感を抱える家庭からの申請を受付し、派遣の可否を決定し、子育てヘルパーを派遣する。

事 務 開 始 日 平成19年4月1日 事 務 開 始 届 出 日 平成19年4月1日

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 006

事 務 変 更 日 令和2年10月1日 事 務 変 更 届 出 日 令和2年11月4日

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 子育てヘルパー派遣事業 事務番号 1842

担 当 課 名 子ども未来局　子ども育成部　子育て支援政策課 担当課コード 10986550

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務変更届出書

令和2年11月4日

さいたま市長　様

市長



□ ■

□ □ □ □ □

■ □ □ □ □

■ □ □ □ □

■ □ □ □ □

■ □ □ □ □

■ □ □ □ □

□ □ □

□ □

□ □

□

□

□ □

□

□

□

□

□

■

□ □

□ □

□

■

□ □

□ □

□ □

■ ■ □ ■

□ □ ■ □

■

□ その他

備 考

事務区分共通：各区支援課・保健センター／個人情報の収集先その他：住民基本台帳から抽出（事務番号305「住民登
録事務」の目的の範囲内での利用）、電話番号等：子育て支援政策課（事務番号189「児童手当事務」から目的外利用）
／令和2年4月1日 ハローエンゼル訪問事業実施要綱の改正により、事務処理委託を変更。令和2年10月1日 事務見直し
により、事務の名称、一般的取扱情報、本人以外からの収集の根拠を変更。

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号

印影 趣味・嗜好

その他 その他

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

4,100人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲
産婦・新生児訪問指導を受けていない、生後４か月まで
の赤ちゃんがいる家庭

事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

地域の子育て支援経験者が、子育て支援に関する情報の提供や子育てにかかる適切なアドバイ
スを行うことにより、保護者が安心して子育てができる環境と乳児の健全育成を図るとともに、乳児
のいる家庭と地域社会をつなぐ最初の機会を提供することを目的とする。

事 務 開 始 日 平成20年4月1日 事 務 開 始 届 出 日 平成20年4月1日

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 005

事 務 変 更 日 令和2年10月1日 事 務 変 更 届 出 日 令和2年11月4日

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 ハローエンゼル訪問事業 事務番号 1858

担 当 課 名 子ども未来局　子ども育成部　子育て支援政策課 担当課コード 10986550

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務変更届出書

令和2年11月4日

さいたま市長　様

市長



■ □

□ ■ □ □ ■

■ ■ □ □ ■

□ □ □ □ ■

■ □ ■ □ □

■ □ ■ □ □

■ □ □ □ □

□ □ □

■ □

□ □

□

□

□ □

□

□

□

□

□

■

□ □

□ □

□

■

□ □

□ □

□ □

■ ■ □ ■

□ □ ■ □

■

□ その他

備 考

個人情報の収集先その他：区政推進部（事務番号305「住民登録事務」から目的の範囲内での利用）、年金医療課（事務
番号188「ひとり親家庭等医療費支給事務」から目的外利用）、子育て支援政策課（事務番号191「児童扶養手当事務）」
から目的外利用）／令和元年10月1日 さいたま市ファミリー・サポート・センターひとり親家庭支援事業実施要綱改正によ
り一般的取扱情報を変更。／令和2年10月1日 事務見直しにより、事務の名称、事務の目的及び概要、対象者の範囲、
個人情報の収集先を変更。

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号

印影 趣味・嗜好

その他 その他

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

50人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲
ファミリー・サポート・センターひとり親家庭支援事業登
録申請者

事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

ファミリー・サポート・センター事業及び緊急サポート事業を利用しているひとり親に対し、利用料の
補助を行う。

事 務 開 始 日 平成30年5月1日 事 務 開 始 届 出 日 平成30年7月6日

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 002

事 務 変 更 日 令和2年10月1日 事 務 変 更 届 出 日 令和2年11月4日

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 ファミリー・サポート・センターひとり親家庭支援事業 事務番号 2556

担 当 課 名 子ども未来局　子ども育成部　子育て支援政策課 担当課コード 10986550

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務変更届出書

令和2年11月4日

さいたま市長　様

市長
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様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務変更届出書

令和2年11月9日

さいたま市長　様

市長

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 子どもの居場所づくり事業（多世代交流会食） 事務番号 2433

担 当 課 名 子ども未来局　子ども育成部　子育て支援政策課 担当課コード 10986550

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 003

事 務 変 更 日 令和2年6月1日 事 務 変 更 届 出 日 令和2年11月9日

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

地域社会の中で子どもたちが様々な世代との交流を通じて健全に成長できる環境づくりを推進す
るため、また、子どもの居場所として子ども、子育て世代、高齢者、地域の方々の交流を図るための
会食を実施する個人・団体等への補助を行う。

事 務 開 始 日 平成29年6月15日 事 務 開 始 届 出 日 平成29年6月12日

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 事業主催者、参加者及び事業に参加するボランティア
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

4,000人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所 資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

印影 趣味・嗜好

その他 その他

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号 法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

その他

備 考
令和2年6月1日　さいたま市子どもの居場所づくり事業（多世代交流会食）補助金交付要綱特例の施行及び事務の見直
しにより、一般的取扱情報、個人情報の収集先及び収集の根拠、記録形態、電子計算機処理を変更。

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム
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備 考 令和2年11月10日　事務の見直しに伴い、一般的取扱情報を変更

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号

印影 趣味・嗜好

その他 その他

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

20人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 さいたま市市民活動推進委員会の委員
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

さいたま市市民活動及び協働の推進条例第９条に基づくさいたま市市民活動推進委員会を設置
運営するにあたり、公募委員の選考、委員との連絡及び報酬の支払のため個人情報の収集・利用
が必要なため。

事 務 開 始 日 平成19年5月14日 事 務 開 始 届 出 日 平成19年5月14日

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 005

事 務 変 更 日 令和2年11月10日 事 務 変 更 届 出 日 令和2年11月10日

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 さいたま市市民活動推進委員会の設置運営 事務番号 1834

担 当 課 名 市民局　市民生活部　市民協働推進課 担当課コード 10042250

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務変更届出書

令和2年11月10日

さいたま市長　様

市長
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備 考 令和2年11月10日　事務の見直しに伴い、事業の目的及び概要、一般的取扱情報、記録形態、電子計算機処理を変更

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号

印影 趣味・嗜好

その他 その他

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

100人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 申請者、構成者及び事業ボランティア
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

市民が市民活動に参加しやすくなる環境づくりの一環として、さいたま市市民活動及び協働の推
進助成金交付要綱・補助金等交付規則等に基づき、市民活動団体からの補助金等申請を受け付
け、審査し、適正に補助金を交付する。

事 務 開 始 日 平成22年4月1日 事 務 開 始 届 出 日 平成24年3月27日

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 003

事 務 変 更 日 令和2年11月10日 事 務 変 更 届 出 日 令和2年11月10日

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 さいたま市市民活動及び協働の推進助成事業 事務番号 2070

担 当 課 名 市民局　市民生活部　市民協働推進課 担当課コード 10042250

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務変更届出書

令和2年11月10日

さいたま市長　様

市長
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様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務変更届出書

令和2年11月16日

さいたま市長　様

市長

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 健康増進法に基づく事務 事務番号 1778

担 当 課 名 保健福祉局　保健所　地域保健支援課 担当課コード 10052922

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 004

事 務 変 更 日 令和2年4月1日 事 務 変 更 届 出 日 令和2年11月16日

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

健康増進法に基づき、特定給食施設等の届出・報告での管理者等を明確にする。また、特別用途
表示や飲食店によるヘルシーメニューの提供に係る事務を行う。

事 務 開 始 日 平成14年4月1日 事 務 開 始 届 出 日 平成18年1月5日

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲
特定給食施設等の管理者・責任者、栄養士・調理師、
申請者

事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

1,500人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所 資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

印影 趣味・嗜好

その他 その他

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号 法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他 健康増進法、さいたま市健康増進法施行細則

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

その他

備 考 令和2年4月1日　健康増進法の改正により、事務区分を固有に変更

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム



■ □

■ ■ □ □ □

■ ■ □ □ ■

■ ■ □ □ ■

■ ■ □ □ □

■ □ □ ■ □

■ ■ □ □ □

□ □ □

□ □

□ □

□

□

□ □

□

□

□

□

□

■

■ □

■ □

□

□

□ □

□ □

■ □

■ ■ □ □

□ □ ■ ■

■

□ その他

備 考 令和2年11月18日　事務の見直しにより、一般的取扱情報、個人情報の収集先、事務処理委託を変更。

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号

印影 趣味・嗜好

その他 その他

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

450人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 水道局職員
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

職員の個人情報の収集と採用から退職までの異動・昇給歴等を記録保管し、もって人事管理に資
するもの。

事 務 開 始 日 平成13年5月1日 事 務 開 始 届 出 日 平成13年5月1日

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 005

事 務 変 更 日 令和2年11月18日 事 務 変 更 届 出 日 令和2年11月18日

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 人事記録事務 事務番号 1627

担 当 課 名 水道局　業務部　水道総務課 担当課コード 20130110

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務変更届出書

令和2年11月18日

さいたま市長　様

水道事業管理者



■ □

■ ■ □ □ ■

■ ■ □ □ ■

■ ■ □ □ ■

■ ■ □ □ □

■ ■ □ □ □

■ ■ □ □ □

□ □ ■

□ □

□ □

□

□

□ ■

■

■

□

□

□

■

■ □

■ □

□

□

□ □

□ □

■ □

■ ■ □ □

□ □ ■ ■

■

□ その他

備 考
令和2年11月18日　事務の見直しにより、事務の名称、対象者の範囲、対象者数、一般的取扱情報、要配慮個人情報、
個人情報の収集先を変更。

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等 地方公務員法第28条/さいたま市職員の分限に関する手続及び効果
に関する条例/障害者の雇用の促進等に関する法律第36条/労働基準
法第64条3第1項、第65条第3項

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号

印影 趣味・嗜好

その他 その他

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

450人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 水道局職員
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

各課の人員・配置管理等を適切に実施し、効率的かつ適正な事業運営に資するもの。

事 務 開 始 日 平成13年5月1日 事 務 開 始 届 出 日 平成13年5月1日

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 004

事 務 変 更 日 令和2年11月18日 事 務 変 更 届 出 日 令和2年11月18日

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 職員任免・異動事務 事務番号 1628

担 当 課 名 水道局　業務部　水道総務課 担当課コード 20130110

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務変更届出書

令和2年11月18日

さいたま市長　様

水道事業管理者



■ □

■ ■ □ □ □

■ ■ □ □ □

■ ■ □ □ □

■ ■ □ □ □

■ □ □ ■ □

■ □ □ □ □

□ ■ □

□ □

□ □

□

□

□ □

□

□

□

□

■

□

□ □

□ □

□

□

□ □

□ □

□ □

■ ■ □ □

□ □ ■ ■

■

□ その他

備 考
経歴・成績その他：運転記録証明書／令和2年11月18日　事務の見直しにより、対象者数、一般的取扱情報、事務処理
委託を変更。

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号

印影 趣味・嗜好

その他 その他

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

450人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 受講者
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

各課の資質及び職務遂行能力の向上のため、他の研修機関等へ職員を派遣するもの。

事 務 開 始 日 平成13年5月1日 事 務 開 始 届 出 日 平成13年5月1日

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 003

事 務 変 更 日 令和2年11月18日 事 務 変 更 届 出 日 令和2年11月18日

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 派遣研修事務 事務番号 1629

担 当 課 名 水道局　業務部　水道総務課 担当課コード 20130110

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務変更届出書

令和2年11月18日

さいたま市長　様

水道事業管理者



■ □

■ ■ □ □ □

■ ■ □ □ ■

■ ■ □ □ ■

■ ■ □ □ □

■ ■ □ □ □

■ □ □ □ □

□ □ □

■ □

□ □

□

□

□ ■

■

■

□

□

□

■

■ □

□ □

□

■

□ □

□ □

■ □

■ ■ □ □

□ □ ■ ■

■

□

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務変更届出書

令和2年11月18日

さいたま市長　様

水道事業管理者

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 職員服務管理事務 事務番号 2152

担 当 課 名 水道局　業務部　水道総務課 担当課コード 20130110

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 003

事 務 変 更 日 令和2年11月18日 事 務 変 更 届 出 日 令和2年11月18日

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

職員の勤怠状況把握、各休暇の承認等、日常の服務状況を管理するとともに、法令等に基づく懲
戒分限処分を行うことにより、もって職員の権利と職場の規律確保に資するもの。

事 務 開 始 日 平成13年5月1日 事 務 開 始 届 出 日 平成25年11月1日

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 職員、利害関係人
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

450人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所 資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

印影 趣味・嗜好

その他 その他

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等 地方公務員法第28条、地方公営企業法第10条、さいたま市職員の分
限に関する手続き及び効果に関する条例第2条、さいたま市水道局企
業職員就業規程第25条、障害者の雇用の促進等に関する法律第36・
37条

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号 法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

その他

備 考
個人情報の収集先その他：関係各課（各課の個人情報取扱事務の目的の範囲内での提供）／令和2年11月18日　事務
の見直しにより、一般的取扱情報、要配慮個人情報の根拠法令を変更。

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム



□ ■

□ □ □ □ □

■ ■ □ □ □

□ □ □ □ □

■ □ □ □ □

■ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ ■

□ □

□ □

□

□

□ □

□

□

□

□

■

□

□ □

□ □

□

□

□ □

□ □

□ □

■ ■ □ □

□ □ ■ ■

■

□ その他

備 考
事務区分共通：全庁共通／令和2年11月20日　事務の見直しにより、事務番号8「行政情報開示請求受付事務」と統合。
これに伴い、担当課名、事務の目的及び概要、対象者の範囲、対象者数、個人情報の収集先を変更。

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号

印影 趣味・嗜好

その他 その他

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

800人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 開示請求者、行政情報に記録された第三者
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

情報公開条例に基づく行政情報開示請求に係る事務を適正に行うことを目的とする。請求の受付
は各区役所情報公開コーナーで行い、実施機関の担当課において開示・不開示等の決定、決定
通知の送付、第三者意見の聴取、開示の実施等を行う。

事 務 開 始 日 平成11年10月1日 事 務 開 始 届 出 日 平成13年5月1日

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 004

事 務 変 更 日 令和2年11月20日 事 務 変 更 届 出 日 令和2年11月20日

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 行政情報開示事務 事務番号 1

担 当 課 名 総務局　総務部　行政透明推進課 担当課コード 10021020

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務変更届出書

令和2年11月20日

さいたま市長　様

市長



□ ■

□ □ □ □ □

■ □ □ □ ■

□ □ □ □ □

■ □ □ □ □

■ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ ■

□ □

□ ■

□

□

□ □

□

□

□

□

■

□

□ □

□ □

□

□

□ □

□ □

□ □

■ ■ □ □

□ □ ■ ■

■

□ その他

備 考
事務区分共通：全庁共通／生活事項その他：法定代理人の地位／令和2年11月20日　事務の見直しにより、事務番号9
「個人情報開示請求等受付事務」と統合。これに伴い、担当課名、事務の目的及び概要、対象者の範囲、対象者数、個
人情報の収集先を変更。

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号

印影 趣味・嗜好

その他 その他

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

400人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲
開示・訂正・削除・停止請求者、請求代理人、個人情報
に記録された第三者

事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

個人情報保護条例に基づく個人情報の開示、訂正、削除及び停止請求に係る事務を適正に行う
ことを目的とする。請求の受付は各区役所情報公開コーナーで行い、実施機関の担当課において
開示・不開示等の決定、決定通知の送付、第三者意見の聴取、開示の実施等を行う。

事 務 開 始 日 平成11年10月1日 事 務 開 始 届 出 日 平成13年5月1日

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 003

事 務 変 更 日 令和2年11月20日 事 務 変 更 届 出 日 令和2年11月20日

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 個人情報開示等事務 事務番号 2

担 当 課 名 総務局　総務部　行政透明推進課 担当課コード 10021020

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務変更届出書

令和2年11月20日

さいたま市長　様

市長



□ ■

□ □ □ □ □

■ ■ □ □ □

■ ■ □ □ □

■ ■ □ □ □

■ □ ■ □ □

■ □ □ □ □

□ □ ■

■ □

□ ■

□

□

□ □

□

□

□

□

■

□

□ □

□ □

□

□

□ □

□ □

□ □

■ ■ □ □

□ □ ■ ■

■

□ その他

備 考
事務区分共通：各区役所くらし応援室／生活事項その他：法定代理人の地位／令和2年11月20日　事務の見直しにより、
事務区分、個人情報の項目、個人情報の収集先を変更。

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号

印影 趣味・嗜好

その他 その他

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

10人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲
不服申立人、参加人、補佐人、審査会委員、開示文書
に含まれる個人情報

事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

情報公開及び個人情報保護制度に係る不服申立てについて審査するため、情報公開・個人情報
保護審査会条例に基づき設置された審査会を適正かつ円滑に運営することを目的とする。なお、
委員名と肩書きは公表し、名簿は総務課へ報告する。

事 務 開 始 日 平成11年10月1日 事 務 開 始 届 出 日 平成13年5月1日

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 007

事 務 変 更 日 令和2年11月20日 事 務 変 更 届 出 日 令和2年11月20日

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 情報公開・個人情報保護審査会運営事務 事務番号 41

担 当 課 名 総務局　総務部　行政透明推進課 担当課コード 10021020

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務変更届出書

令和2年11月20日

さいたま市長　様

市長



□ ■

□ □ □ □ □

■ □ □ □ □

□ □ □ □ □

■ □ □ □ □

■ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ ■

□ □

□ □

□

□

□ □

□

□

□

□

■

□

□ □

□ □

□

□

□ □

□ □

□ □

■ ■ □ □

□ □ ■ ■

■

□ その他

備 考
事務区分共通：全庁共通／令和2年11月20日　事務の見直しにより、担当課名を変更し、事務区分共通を全庁共通に変
更。

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号

印影 趣味・嗜好

その他 その他

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

2,000人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 情報提供申込者
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

さいたま市情報公開条例第２１条に基づき、市政に関する正確でわかりやすい情報を市民に迅速
かつ容易に提供する。情報の提供を申し出た者の氏名等を、必要に応じて収集する。

事 務 開 始 日 平成27年4月1日 事 務 開 始 届 出 日 平成27年7月27日

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 002

事 務 変 更 日 令和2年11月20日 事 務 変 更 届 出 日 令和2年11月20日

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 情報提供事務 事務番号 2336

担 当 課 名 総務局　総務部　行政透明推進課 担当課コード 10021020

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務変更届出書

令和2年11月20日

さいたま市長　様

市長



■ □

■ ■ □ □ □

■ ■ □ □ ■

□ ■ □ □ □

■ ■ □ □ □

■ ■ □ ■ □

■ ■ □ □ □

■ □ □

■ □

■ □

□

□

□ ■

□

■

□

□

□

■

□ ■

□ ■

■

□

□ □

□ □

■ □

■ ■ □ □

□ □ ■ ■

■

□ その他

備 考
基本的事項その他：図面／令和2年6月1日 食品衛生法改正による要配慮個人情報の取扱根拠の変更／令和2年11月
30日 確認・見直しにより、一般的取扱情報及び個人情報の収集先について変更

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他 食品衛生法、埼玉県食品衛生に関する条例、埼玉県ふぐの取扱い等に関する
条例、さいたま市食品衛生法施行条例

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等 食品衛生法第５０条の二

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号

印影 趣味・嗜好

その他 その他

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

10,000人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 申請者、食品衛生責任者
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

食品関係営業に係わる営業の責任者及び食品を取り扱う業務をする上での衛生面での責任者を
明確にする。

事 務 開 始 日 平成14年4月1日 事 務 開 始 届 出 日 平成15年7月28日

目 的 外 利 用 有 外 部 提 供 有 履歴番号 005

事 務 変 更 日 令和2年11月30日 事 務 変 更 届 出 日 令和2年11月30日

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 食品関係の営業許可に係わる事務 事務番号 1693

担 当 課 名 保健福祉局　保健所　食品衛生課 担当課コード 10052927

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務変更届出書

令和2年11月30日

さいたま市長　様

市長



■ □

■ ■ □ □ ■

■ ■ □ □ □

■ □ □ ■ □

■ □ □ □ ■

■ □ □ □ □

■ □ □ □ □

□ □ □

□ □

□ □

□

□

□ ■

□

■

□

□

□

■

□ □

■ ■

■

□

□ □

□ □

■ □

■ ■ □ □

□ □ ■ ■

■

□ その他

備 考 令和2年11月30日　確認・見直しにより、一般的取扱情報及び個人情報の収集先について変更

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他 食品衛生法第58条

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等 食品衛生法第58条

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号

印影 趣味・嗜好

その他 その他

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

500人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 届出者
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

食品に起因する事故の原因究明を行う。

事 務 開 始 日 平成14年4月1日 事 務 開 始 届 出 日 平成15年7月28日

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 004

事 務 変 更 日 令和2年11月30日 事 務 変 更 届 出 日 令和2年11月30日

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 食中毒苦情処理事務 事務番号 1694

担 当 課 名 保健福祉局　保健所　食品衛生課 担当課コード 10052927

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務変更届出書

令和2年11月30日

さいたま市長　様

市長



■ □

□ ■ □ □ □

■ ■ □ □ □

■ ■ □ ■ □

■ □ □ □ □

■ ■ □ ■ □
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■

□ その他

備 考 令和2年11月30日 確認・見直しにより対象者の範囲及び一般的取扱情報について変更

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号

印影 趣味・嗜好

その他 その他

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

30人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 講座参加希望者、表彰受賞者
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

市内の食品関係事業者で、食品衛生に関して献身的に努力している施設及び従業員等を表彰す
るために、本人に通知する。また、市内に在住する者を対象に、食品衛生の普及を目的とした講座
等を開催するため、希望者を募集、抽選を行い、その結果を本人に通知する。

事 務 開 始 日 平成25年4月1日 事 務 開 始 届 出 日 平成27年12月16日

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 003

事 務 変 更 日 令和2年11月30日 事 務 変 更 届 出 日 令和2年11月30日

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 食品衛生に関する表彰及び講座等開催事務 事務番号 2365

担 当 課 名 保健福祉局　保健所　食品衛生課 担当課コード 10052927

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務変更届出書

令和2年11月30日

さいたま市長　様

市長
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□ □ □ □ □
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様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務変更届出書

令和2年12月3日

さいたま市長　様

市長

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 文化作品展開催事務 事務番号 972

担 当 課 名 保健福祉局　福祉部　障害政策課 担当課コード 10052710

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 005

事 務 変 更 日 令和2年12月3日 事 務 変 更 届 出 日 令和2年12月3日

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

文化作品展への参加を通して、障害者の創作能力・残存機能の向上と社会参加の促進を図るとと
もに、障害者に対する理解・啓発を行う。

事 務 開 始 日 平成13年5月1日 事 務 開 始 届 出 日 平成13年5月1日

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 作品出品者
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

100人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所 資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

印影 趣味・嗜好

その他 その他

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号 法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

その他

備 考 令和2年12月3日　事務の見直しによる対象人数の変更

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム



□ ■
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□ その他

備 考
事務区分共通：各区役所コミュニティ課／令和2年12月10日　事務の見直し及び事務番号872「自治会用掲示板の設置
及び修理」と統合。それに伴い、事務の名称、事務の目的及び概要、対象者の範囲、一般的取扱情報を変更

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号

印影 趣味・嗜好

その他 その他

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

1,200人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 自治会長・広報担当者・申請に係る土地所有者
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

自治会関係事務の円滑化及び自治会活動支援のため、単位自治会の情報を収集し、全庁的な自
治会関係事務の基礎となる資料を作成、あらかじめ提示した利用目的の範囲内で関係機関に対し
て情報提供する。また、自治会長からの申請により掲示板の設置及び修理、ふれあい広場事業を
実施する。

事 務 開 始 日 平成13年5月1日 事 務 開 始 届 出 日 平成13年5月1日

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 有 履歴番号 008

事 務 変 更 日 令和2年12月10日 事 務 変 更 届 出 日 令和2年12月10日

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 自治会活動支援事務 事務番号 663

担 当 課 名 市民局　市民生活部　コミュニティ推進課 担当課コード 10042230

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務変更届出書

令和2年12月10日

さいたま市長　様

市長
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□ □ □ □ □
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□
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□ □ ■ ■

■

□ その他

備 考
事務区分共通：各区役所コミュニティ課／令和2年12月10日　事務番号689「自治会集会所整備事業」及び事務番号864
「コミュニティ助成事業」と統合。それに伴い、事務の名称、事務の目的及び概要、対象者の範囲、一般的取扱情報を変
更

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号

印影 趣味・嗜好

その他 その他

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

900人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 補助金申請団体の長
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

住み良い地域社会の実現を目指すことを目的に自治会及び連合組織が実施する活動や事業に
要する経費の一部を補助する。

事 務 開 始 日 平成13年5月1日 事 務 開 始 届 出 日 平成13年5月1日

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 007

事 務 変 更 日 令和2年12月10日 事 務 変 更 届 出 日 令和2年12月10日

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 自治会への各種補助金交付事務 事務番号 668

担 当 課 名 市民局　市民生活部　コミュニティ推進課 担当課コード 10042230

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務変更届出書

令和2年12月10日

さいたま市長　様

市長
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様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務変更届出書

令和2年12月1日

さいたま市長　様

市長

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 交通安全施設の事故破損関係事務 事務番号 358

担 当 課 名 市民局　市民生活部　市民生活安全課 担当課コード 10042215

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 007

事 務 変 更 日 令和2年12月1日 事 務 変 更 届 出 日 令和2年12月1日

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

交通安全施設の事故破損に対し、事故原因者による現状復旧を求める

事 務 開 始 日 平成13年5月1日 事 務 開 始 届 出 日 平成13年5月1日

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 事故原因者
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

20人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所 資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

印影 趣味・嗜好

その他 その他

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号 法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

その他

備 考
各区役所くらし応援室共通　生活事項のその他は、事故年月日、事故状況／令和2年12月1日　個人情報の項目の見直
しにより、一般的取扱情報を変更

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム
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様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務変更届出書

令和2年12月18日

さいたま市長　様

教育委員会

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 スクールロイヤー等専門家チーム事務 事務番号 2639

担 当 課 名 教育委員会事務局　学校教育部　指導２課 担当課コード 30140215

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 002

事 務 変 更 日 令和2年4月1日 事 務 変 更 届 出 日 令和2年12月18日

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

市立学校において、いじめ予防教育、いじめ問題への学校の適切な対応等における教職員研
修、生徒指導等に関する学校からの法的相談への対応等の業務に資するため、学校に対する保
護者や地域住民からの要望など、対応困難な問題の解決等のための支援を行うため、法律や心
理等の外部専門家チームを置く。スクールロイヤー等専門家チームには、謝金を支払う。

事 務 開 始 日 令和1年8月27日 事 務 開 始 届 出 日 令和1年9月30日

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲
市立学校に在籍しているまたは在籍していた児童生徒
及びその保護者、スクールロイヤー等専門家チーム

事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

1,000人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所 資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

印影 趣味・嗜好

その他 その他

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号 法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

その他

備 考
個人情報の収集先その他：教育委員会内関係各課から事務の目的の範囲内で収集／経歴・成績その他：更生施設・社
会福祉施設への入所歴／心身その他：性格・性癖／生活事項その他：私人間の紛争・交際／令和2年4月1日 教職員人
事課からの事務の移管、統合により、事務の名称、目的及び概要等を変更

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム
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様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務変更届出書

令和2年12月18日

さいたま市長　様

教育委員会

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 児童生徒事故報告書 事務番号 1494

担 当 課 名 教育委員会事務局　学校教育部　指導２課 担当課コード 30140215

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 006

事 務 変 更 日 令和2年12月18日 事 務 変 更 届 出 日 令和2年12月18日

事 務 廃 止 日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

さいたま市立小・中・特別支援・中等教育学校の児童生徒の事故に関する文書報告

事 務 開 始 日 平成13年5月1日 事 務 開 始 届 出 日 平成13年5月1日

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲
さいたま市立小・中・特別支援・中等教育学校の児童生
徒の事故に関連した者。

事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

200人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所 資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

印影 趣味・嗜好

その他 その他

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号 法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他 さいたま市立小・中学校管理規則第１０条

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

その他

備 考
事務区分共通：さいたま市教育委員会内関係各課／収集先その他：各学校（事務の目的の範囲内で提供を受けている）
／心身その他：性格等／生活事項その他：私人間の紛争等／令和2年12月18日　事務の見直しにより、対象者の範囲、
対象者数、事務区分共通の文言を変更

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム
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様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務廃止届出書

令和2年11月2日

さいたま市長　様

市長

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 生きがい活動支援通所事業事務 事務番号 1236

担 当 課 名 保健福祉局　長寿応援部　いきいき長寿推進課 担当課コード 10052761

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 005

事 務 変 更 日 平成29年11月1日 事 務 変 更 届 出 日 平成29年11月1日

事 務 廃 止 日 平成30年3月31日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

家庭での閉じこもり防止や生きがいのある生活を保つために、自宅への送迎を行い、給食・入浴と
リクリエーション活動を行う。

事 務 開 始 日 平成13年5月1日 事 務 開 始 届 出 日 平成13年5月1日

個 人 情 報 消 去 予 定 日 令和5年3月31日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 ６５歳以上の生きがい活動支援通所利用申請者
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

603人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所 資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

印影 趣味・嗜好

その他 その他

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号 法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

その他

備 考 各区役所高齢介護課共通／平成30年3月31日　事業の終了により事務を廃止

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム



□ ■

□ □ □ □ □

■ □ □ ■ □

■ □ □ ■ □

■ □ □ □ □

■ □ □ □ □

■ □ □ □ □

□ □ □

□ □

□ □

□

□

□ □

□

■

□

■

■

□

□ □

□ □

□

□

□ □

□ □

□ □

■ ■ □ □

□ □ ■ ■

■

□

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務廃止届出書

令和2年11月2日

さいたま市長　様

市長

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 高齢者水泳教室事務 事務番号 1247

担 当 課 名 保健福祉局　長寿応援部　いきいき長寿推進課 担当課コード 10052761

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 005

事 務 変 更 日 平成30年4月1日 事 務 変 更 届 出 日 平成30年4月1日

事 務 廃 止 日 令和2年3月31日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

高齢者の積極的な社会参加を図り、健康で生きがいをもって過ごしていただくための支援を目的
に、６０歳以上の高齢者を対象に水泳教室を開催する。

事 務 開 始 日 平成13年5月1日 事 務 開 始 届 出 日 平成13年5月1日

個 人 情 報 消 去 予 定 日 令和7年3月31日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲
過去の高齢者水泳教室参加者及び現在の高齢者水泳
教室参加者

事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

700人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所 資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

印影 趣味・嗜好

その他 その他

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号 法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

その他

備 考 各区役所高齢介護課共通／令和2年3月31日　事業の終了により事務を廃止

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム



■ □

□ ■ □ □ □

■ □ □ □ □

□ □ □ □ □

■ □ □ □ □

■ □ □ ■ □

□ □ □ □ □

□ □ □

□ □

□ □
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□

□ □

□

□

□

□

■

□

□ □

□ □

□

□

□ □

□ □

□ □

■ ■ □ ■

□ □ ■ □

■

□ その他

備 考 平成28年3月31日　事業の終了により事務を廃止。

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号

印影 趣味・嗜好

その他 その他

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

14人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日 平成29年4月1日

対 象 者 の 範 囲 子どもサミット参加者
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

事 務 廃 止 日 平成28年3月31日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

さいたまキッズなＣｉｔｙ「子どもサミット」参加者について、イベント開催までの事務連絡等に使用する
ほか、イベント終了後も、引き続き事業への協力を得るため、連絡先等を保管するもの。また、情報
の一部を広報に使用するもの。

事 務 開 始 日 平成23年5月23日 事 務 開 始 届 出 日 平成23年10月26日

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 003

事 務 変 更 日 平成27年4月1日 事 務 変 更 届 出 日 平成27年4月1日

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 さいたまキッズなＣｉｔｙ開催事務 事務番号 1950

担 当 課 名 子ども未来局　子ども育成部　子育て支援政策課 担当課コード 10986550

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務廃止届出書

令和2年11月9日

さいたま市長　様

市長



■ □

□ □ □ □ □

■ □ □ □ □

□ □ □ □ □

■ □ □ □ □

■ □ ■ □ □

■ □ □ □ □

□ □ □

■ □

□ □
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□

□ □

□

□

□

□
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□

□ □

□ □

□

□

□ □

□ □

□ □

■ ■ □ ■

□ □ ■ □

■

□ その他

備 考 平成28年3月31日　事業の終了により事務を廃止。

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号

印影 趣味・嗜好

その他 その他

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

50人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所

個 人 情 報 消 去 予 定 日 令和24年4月1日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲
（仮称）さいたま市子ども総合センター事業用地境界関
係者

事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

事 務 廃 止 日 平成28年3月31日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

（仮称）さいたま市子ども総合センター事業用地の取得及び測量等に必要な個人情報を収集し、
使用するもの。

事 務 開 始 日 平成23年9月26日 事 務 開 始 届 出 日 平成24年3月30日

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 003

事 務 変 更 日 平成27年4月1日 事 務 変 更 届 出 日 平成27年4月1日

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 子ども総合センター事業用地取扱事務 事務番号 2027

担 当 課 名 子ども未来局　子ども育成部　子育て支援政策課 担当課コード 10986550

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務廃止届出書

令和2年11月9日

さいたま市長　様

市長



■ □

□ □ □ □ □

■ ■ □ □ □

■ □ □ □ □

■ □ □ □ □

■ □ ■ □ □

■ □ □ □ □
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□
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□
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□ □

□

□

□ □

□ □

□ □

■ ■ □ □

□ □ ■ ■

■

□ その他

備 考 平成28年3月31日　事業の終了により事務を廃止。

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号

印影 趣味・嗜好

その他 その他

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

50人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日 平成30年4月1日

対 象 者 の 範 囲
（仮称）さいたま市子ども総合センター策定委員及び
ワークショップ参加者

事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

事 務 廃 止 日 平成28年3月31日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

（仮称）さいたま市子ども総合センター基本計画を策定するにあたり、基本計画策定委員会やワー
クショップの開催等に必要な個人情報を収集し、使用するもの。

事 務 開 始 日 平成23年5月9日 事 務 開 始 届 出 日 平成24年3月30日

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 003

事 務 変 更 日 平成27年4月1日 事 務 変 更 届 出 日 平成27年4月1日

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 子ども総合センター基本計画策定業務 事務番号 2028

担 当 課 名 子ども未来局　子ども育成部　子育て支援政策課 担当課コード 10986550

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務廃止届出書

令和2年11月9日

さいたま市長　様

市長



■ □

□ □ □ □ ■

■ □ □ □ □

■ □ □ □ □

■ □ □ □ □

■ □ □ □ □

■ □ □ □ □
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■ □

■ □ □ □

□ ■ ■ ■

□

□ その他

備 考 平成30年3月31日をもって付属幼稚園が廃止されたため事務を廃止

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号

印影 趣味・嗜好

その他 その他

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

200人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 園児、教育相談者、幼児教育関係者、委員等
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

事 務 廃 止 日 平成30年3月31日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

幼児教育の振興及びセンター事業、付属幼稚園に関する事務

事 務 開 始 日 平成13年5月1日 事 務 開 始 届 出 日 平成13年5月1日

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 002

事 務 変 更 日 事 務 変 更 届 出 日

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 幼児教育事務 事務番号 1501

担 当 課 名 教育委員会事務局　学校教育部　指導１課 担当課コード 30140210

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務廃止届出書

令和2年11月13日

さいたま市長　様

教育委員会
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様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務廃止届出書

令和2年11月17日

さいたま市長　様

市長

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 土地・家屋課税台帳（閲覧用）閲覧受付事務 事務番号 839

担 当 課 名 財政局　税務部　固定資産税課 担当課コード 10031720

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 003

事 務 変 更 日 事 務 変 更 届 出 日

事 務 廃 止 日 令和1年9月30日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

閲覧申請書の受付及び開示を行う。

事 務 開 始 日 平成13年5月1日 事 務 開 始 届 出 日 平成13年5月1日

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日 令和1年12月28日

対 象 者 の 範 囲 閲覧申請者
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

5,500人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所 資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

印影 趣味・嗜好

その他 その他

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号 法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

その他

備 考
事務区分共通：北部・南部市税事務所個人課税課（市税の窓口を含む）、北部・南部市税事務所資産課税課／生活事項
のその他は閲覧日／令和元年9月30日　土地・家屋登記事項閲覧台帳の廃止により事務を廃止。

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム
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様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務廃止届出書

令和2年11月17日

さいたま市長　様

市長

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 特別土地保有税審議会事務 事務番号 913

担 当 課 名 財政局　税務部　固定資産税課 担当課コード 10031720

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 002

事 務 変 更 日 事 務 変 更 届 出 日

事 務 廃 止 日 平成15年4月1日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

特別土地保有税の免除対象土地として、認定または確認することが適当であるかどうかを審議す
る。

事 務 開 始 日 平成13年10月1日 事 務 開 始 届 出 日 平成13年5月1日

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日 平成21年3月31日

対 象 者 の 範 囲 審議会委員
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

5人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所 資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

印影 趣味・嗜好

その他 その他

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号 法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

その他

備 考 平成15年4月1日　さいたま市特別土地保有税審議会条例の廃止により事務を廃止。

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム
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備 考
事務区分共通：各区役所くらし応援室／令和2年11月20日　事務番号1「行政情報開示事務」と統合するため、事務を廃
止。

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号

印影 趣味・嗜好

その他 その他

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

500人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 開示請求者
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

事 務 廃 止 日 令和2年11月20日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

情報公開条例に基づく行政情報開示請求係る事務を適正に行うことを目的とする。請求時の受付
のほか制度の案内、費用の徴収、実施機関との連絡調整等を行う。

事 務 開 始 日 平成11年10月1日 事 務 開 始 届 出 日 平成13年5月1日

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 005

事 務 変 更 日 平成24年3月5日 事 務 変 更 届 出 日 平成24年3月5日

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 行政情報開示請求受付事務 事務番号 8

担 当 課 名 総務局　総務部　行政透明推進課 担当課コード 10021020

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務廃止届出書

令和2年11月20日

さいたま市長　様

市長
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備 考
事務区分共通：各区役所くらし応援室／生活事項その他：法定代理人の地位／令和2年11月20日　事務番号2「個人情
報開示等事務」と統合するため、事務を廃止。

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号

印影 趣味・嗜好

その他 その他

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

100人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲
開示請求者、訂正請求者、削除請求者、中止請求者、
請求代理人

事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

事 務 廃 止 日 令和2年11月20日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

個人情報保護条例に基づく個人情報の開示、訂正、削除及び中止請求に係る事務を適正に行う
ことを目的とする。請求の受付のほか制度の案内、費用の徴収、実施機関との連絡調整等を行う。

事 務 開 始 日 平成11年10月1日 事 務 開 始 届 出 日 平成13年5月1日

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 004

事 務 変 更 日 平成22年4月1日 事 務 変 更 届 出 日 平成24年3月5日

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 個人情報開示請求等受付事務 事務番号 9

担 当 課 名 総務局　総務部　行政透明推進課 担当課コード 10021020

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務廃止届出書

令和2年11月20日

さいたま市長　様

市長
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□ その他

備 考 平成31年3月31日　事業の終了により事務を廃止

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号

印影 趣味・嗜好

その他 その他

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

200人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 市内に居住する児童生徒
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

事 務 廃 止 日 平成31年3月31日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

市内企業から寄贈される移動図書館車両の愛称を広く市内の児童生徒から募集する。

事 務 開 始 日 平成30年10月15日 事 務 開 始 届 出 日 平成30年10月5日

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 002

事 務 変 更 日 事 務 変 更 届 出 日

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 移動図書館車両の愛称募集 事務番号 2574

担 当 課 名 教育委員会事務局　中央図書館　管理課 担当課コード 30140510

様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務廃止届出書

令和2年11月30日

さいたま市長　様

教育委員会
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様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務廃止届出書

令和2年12月10日

さいたま市長　様

市長

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 自治会集会所整備事業 事務番号 689

担 当 課 名 市民局　市民生活部　コミュニティ推進課 担当課コード 10042230

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 007

事 務 変 更 日 平成27年4月1日 事 務 変 更 届 出 日 平成27年4月1日

事 務 廃 止 日 令和2年12月10日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

住民の自助、連帯意識を醸成するため、心のふれあいの場等の社会施設を整備し、住み良い地
域社会の実現を目指し、自治会等に対し助成を行う。

事 務 開 始 日 平成13年5月1日 事 務 開 始 届 出 日 平成13年5月1日

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 補助金申請書の名義人
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

900人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所 資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

印影 趣味・嗜好

その他 その他

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号 法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

その他

備 考
事務区分共通：各区役所コミュニティ課／令和2年12月10日　事務番号668「自治会への各種補助金交付事務」と統合す
るため事務を廃止。

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム
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様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務廃止届出書

令和2年12月10日

さいたま市長　様

市長

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 コミュニティ助成事業 事務番号 864

担 当 課 名 市民局　市民生活部　コミュニティ推進課 担当課コード 10042230

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 008

事 務 変 更 日 平成27年4月1日 事 務 変 更 届 出 日 平成27年4月1日

事 務 廃 止 日 令和2年12月10日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

住民の自助、連帯意識を醸成するため、自治会が行うコミュニティ活動に直接必要な用具の整備
に対しその費用の一部を補助することにより、コミュニティ活動の促進を図る。

事 務 開 始 日 平成13年5月1日 事 務 開 始 届 出 日 平成13年5月1日

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 コミュニティ助成事業助成金申請者
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

900人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所 資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

印影 趣味・嗜好

その他 その他

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号 法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

その他

備 考
事務区分共通：各区役所コミュニティ課／令和2年12月10日　事務番号668「自治会への各種補助金交付事務」と統合す
るため事務を廃止。

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム
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様式第４号（第５－２関係）

個人情報取扱事務廃止届出書

令和2年12月10日

さいたま市長　様

市長

さいたま市個人情報保護条例第６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

事 務 の 名 称 自治会用掲示板の設置及び修理 事務番号 872

担 当 課 名 市民局　市民生活部　コミュニティ推進課 担当課コード 10042230

目 的 外 利 用 無 外 部 提 供 無 履歴番号 006

事 務 変 更 日 平成27年4月1日 事 務 変 更 届 出 日 平成27年4月1日

事 務 廃 止 日 令和2年12月10日 事 務 廃 止 予 定 日

事 務 の 目 的
及 び 概 要

市からの行政ＰＲポスターの掲示をお願いすると共に、自治会内の行事のお知らせ等、コミュニティ
育成を図るための場として、自治会長からの申請により掲示板の設置及び修理を行う。

事 務 開 始 日 平成13年5月1日 事 務 開 始 届 出 日 平成13年5月1日

個 人 情 報 消 去 予 定 日 個 人 情 報 消 去 日

対 象 者 の 範 囲 申請のあった自治会の会長及び連絡責任者
事 務 区 分 固有 共通

対 象 者 数

所得・収入 体格・体力 家族状況

氏名 職業・職歴 資産状況 運動能力 親族・続柄

363人

個 人 情 報 の 項 目

一 般 的
取 扱 情 報

基本的事項 経 歴 ・ 成 績 経 済 状 況 心 身 生 活 事 項

識別番号等 学業・学歴

性別 地位 取引状況 健康状態 婚姻

住所 資格 公的扶助受給 容姿 居住状況

電話番号等 成績・評価 口座番号等 写真・肖像 社会的活動

生年月日等 表彰 その他 その他 団体加入状況

本籍・国籍 その他 意見・要望

印影 趣味・嗜好

その他 その他

要 配 慮
個 人 情 報

信条 要 配 慮 個 人 情 報 の 取 扱 根 拠 及 び 理 由

人種 さいたま市個人情報保護条例第５条第２項

個 人 情 報
の 収 集 先

すべて本人から収集 本 人 以 外 か ら の 収 集 の 根 拠

本人以外からの収集等あり さいたま市個人情報保護条例第５条第３項

他の実施機関から収集 第１号

犯罪等に関する事項 第１号 法令等に定めがある

障害 根拠法令

病歴・健康診断結果等

社会的差別事項

本人の同意がある

他の官公庁から収集 第２号 法令等に定めがある

民間・私人から収集 根拠法令

第２号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

第４号 本人収集困難 第７号 国等から収集することに理由がある

第５号 事務執行上不可欠 第８号 審議会の意見を聴き必要があると認めた

その他

第３号 公にされている 第６号 安全保護のために緊急性がある

その他

備 考 各区役所コミュニティ課共通／令和2年12月10日　事務番号663「自治会活動支援事務」と統合するため事務を廃止。

無 無 無

電磁的記録

そ の 他

記 録 形 態 電 子 計 算 機 処 理 外 部 と の 電 子 結 合 事 務 処 理 委 託

文書 有 有 有

フィルム



 

 

さいたま市告示第９号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置を指定し

たので、建築基準法施行規則(昭和２５年建設省令第４０号)第１０条により、次のとおり告示する。 

令和３年１月６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 申請者 

  住所 東京都杉並区西荻北二丁目１番１１号 

  氏名 株式会社三栄建築設計 代表取締役 小池 信三 

２ 位置指定道路の概要 

  道路の位置 さいたま市南区辻四丁目１９６４番１ 

  指定の年月日 令和３年１月６日 

  指定の番号 第南２０－０１８号 

  道路の幅員 ４．００ｍ 

   道路の延長 ２１．２０ｍ 

  



 

 

さいたま市告示第１０号 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいたま

市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達をする。 

令和３年１月６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 送達をする書類 

  交付要求通知書 

２ 送達を受ける者の住所・所在地及び氏名・名称 

  別紙のとおり（別紙省略） 

３ その他 

  送達をする書類はさいたま市長が保管し、送達を受ける者が請求したときはいつでも交付する。 

  公示をした日から起算して７日を経過したとき、書類の送達があったものとみなす。 

４ 連絡先 

   担当 さいたま市役所 財政局 北部市税事務所 納税課 

   電話 ０４８（６４６）３０４５  

  



 

 

さいたま市告示第１１号 

次のとおり所有者の判明しない動物を収容しておりますので、さいたま市動物の愛護及び管理に関する

条例第１１条第１項及び同条第４項の規定に基づき公示します。飼い主は、令和３年１月１３日までに返

還の手続きをしてください。返還の手続きがない場合には処分します。 

令和３年１月６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

・ 次の表のとおり 

収容日 種類 収容場所 品種 性別 毛色 
年齢  

（推定） 
首輪の

有無 
特  徴 

１月 
２日 

犬 岩槻区馬込 雑種 メス 茶 5～8 歳 有 
首輪：赤色革製チェ

ーン付き 

連絡先 

   担当  さいたま市役所保健福祉局保健部動物愛護ふれあいセンター 

  電話  ０４８（８４０）４１５０ 

  ＦＡＸ ０４８（８４０）４１５９ 

  



 

 

さいたま市告示第１２号 

さいたま都市計画事業内谷・会ノ谷特定土地区画整理事業の事業計画変更（第７回変更）につい

て、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第３９条第４項の規定による変更に係る施行地区

及び設計の概要を表示する図書の送付を受けたため、同法第３９条第２項で準用する同法第２１条第

６項の規定により公衆の縦覧に供するので、土地区画整理法施行令（昭和３０年政令第４７号）第１

条の２の規定により下記の事項を公告する。 

令和３年１月６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 土地区画整理事業 

 さいたま都市計画事業内谷・会ノ谷特定土地区画整理事業  

２ 縦覧場所 

さいたま市中央区下落合２丁目１８番６号 

組合区画整理事業推進事務所内 

さいたま市都市局まちづくり推進部区画整理支援課 

３ 縦覧時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで（土日祝日及び１２月２９日から１月３日を除く） 

  



 

 

さいたま市告示第１３号 

土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第３９条第１項の規定により、さいたま市丸ヶ崎土地区

画整理事業の事業計画の変更を認可したので、同条第４項の規定により、次のとおり公告する。 

令和３年１月６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 組合の名称 

さいたま市丸ヶ崎土地区画整理組合 

２ 事業施行期間 

平成２年１月５日から令和８年３月３１日まで 

３ 施行地区 

さいたま市見沼区大字丸ヶ崎字合ノ谷、字本村、字宮ノ下、字西通、字上ノ前、字押迴及び字井川

の各一部 

大字深作字西谷の一部 

４ 事務所の所在地 

さいたま市中央区下落合２丁目１８番６号 

５ 設立認可の年月日 

平成２年１月５日 

６ 変更認可の年月日 

令和３年１月６日 

  



 

 

さいたま市告示第１４号 

公の施設の指定管理者を、さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第３条第

１項の規定により、次のとおり指定する。 

令和３年１月６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

 ・ 次の表のとおり 

所在地 名称 

さいたま市南区大谷場２丁目６番２５号 さいたま市南浦和コミュニティセンター 

さいたま市中央区本町東３丁目５番４３号 さいたま市与野本町コミュニティセンター 

さいたま市中央区上峰２丁目３番５号 さいたま市上峰コミュニティホール 

さいたま市中央区桜丘２丁目６番２８号 さいたま市西与野コミュニティホール 

さいたま市中央区大字下落合１７１２番地 さいたま市下落合コミュニティセンター 

さいたま市浦和区東高砂町１１番１号 さいたま市浦和コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

  所在地 さいたま市南区根岸１丁目７番１号 

  名 称 公益財団法人さいたま市文化振興事業団 

  代表者 理事長 柳沢 幸一 

３ 指定する期間 

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

４ 連絡先 

   担当 さいたま市役所市民局市民生活部コミュニティ推進課コミュニティ施設係 

   電話 ０４８（８２９）１０６７ 



 

 

さいたま市告示第１５号 

公の施設の指定管理者を、さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第３条第

１項の規定により、次のとおり指定する。 

令和３年１月６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

 ・ 次の表のとおり 

所在地 名称 

さいたま市見沼区東大宮４丁目３１番地１ さいたま市東大宮コミュニティセンター 

さいたま市見沼区大字大谷１２１０番地 さいたま市七里コミュニティセンター 

さいたま市見沼区染谷３丁目１４７番地１ さいたま市片柳コミュニティセンター 

さいたま市大宮区高鼻町２丁目２９２番地１ さいたま市高鼻コミュニティセンター 

さいたま市大宮区堀の内町１丁目５７７番地

３ 
さいたま市大宮工房館 

２ 指定管理者に指定する団体 

  所在地 さいたま市南区根岸１丁目７番１号 

  名 称 公益財団法人さいたま市文化振興事業団 

  代表者 理事長 柳沢 幸一 

３ 指定する期間 

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

４ 連絡先 

   担当 さいたま市役所市民局市民生活部コミュニティ推進課コミュニティ施設係 

   電話 ０４８（８２９）１０６７ 

  



 

 

さいたま市告示第１６号 

公の施設の指定管理者を、さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第３条第

１項の規定により、次のとおり指定する。 

令和３年１月６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

 ・ 次の表のとおり 

所在地 名称 

さいたま市西区大字西遊馬５３３番地１ さいたま市馬宮コミュニティセンター 

さいたま市西区三橋６丁目６４２番地４ さいたま市西部文化センター 

さいたま市北区吉野町２丁目１９５番地１ さいたま市宮原コミュニティセンター 

さいたま市北区日進町１丁目３１２番地２ さいたま市日進公園コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

  所在地 さいたま市南区根岸１丁目７番１号 

  名 称 公益財団法人さいたま市文化振興事業団 

  代表者 理事長 柳沢 幸一 

３ 指定する期間 

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

４ 連絡先 

   担当 さいたま市役所市民局市民生活部コミュニティ推進課コミュニティ施設係 

   電話 ０４８（８２９）１０６７ 

  



 

 

さいたま市告示第１７号 

公の施設の指定管理者を、さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第３条第

１項の規定により、次のとおり指定する。 

令和３年１月６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

  所在地 さいたま市南区別所７丁目２０番１号 

  名 称 さいたま市武蔵浦和コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

  所在地 東京都中央区銀座四丁目１２番１５号歌舞伎座タワー２０階 

  名 称 オーエンス・アイルグループ 

  代表者 株式会社オーエンス 

      代表取締役 大木 一雄 

３ 指定する期間 

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

４ 連絡先 

   担当 さいたま市役所市民局市民生活部コミュニティ推進課コミュニティ施設係 

   電話 ０４８（８２９）１０６７ 

  



 

 

さいたま市告示第１８号 

公の施設の指定管理者を、さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第３条第

１項の規定により、次のとおり指定する。 

令和３年１月６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

 ・ 次の表のとおり 

所在地 名称 

さいたま市緑区美園４丁目１９番地１ さいたま市美園コミュニティセンター 

さいたま市岩槻区本町１丁目１０番７号 さいたま市コミュニティセンターいわつき 

さいたま市岩槻区本町３丁目１番１号 さいたま市岩槻駅東口コミュニティセンター 

さいたま市岩槻区東岩槻６丁目６番地 さいたま市ふれあいプラザいわつき 

さいたま市岩槻区東岩槻６丁目６番地 老人憩いの家ふれあいプラザ 

２ 指定管理者に指定する団体 

  所在地 さいたま市南区根岸１丁目７番１号 

  名 称 公益財団法人さいたま市文化振興事業団 

  代表者 理事長 柳沢 幸一 

３ 指定する期間 

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

４ 連絡先 

   担当 さいたま市役所市民局市民生活部コミュニティ推進課コミュニティ施設係 

   電話 ０４８（８２９）１０６７ 

  



 

 

さいたま市告示第１９号 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいたま

市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達をする。 

 なお、当該書類は、さいたま市長が保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する。 

令和３年１月７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 送達をする書類 

   令和２年度 固定資産税・都市計画税納税通知書 

２ 送達を受ける者の住所・所在地及び氏名・名称 

   別紙のとおり（別紙省略） 

３ その他 

   地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示をした日から起算して７日を経過したときは、

書類の送達があったものとみなす。 

４ 連絡先 

  担当 さいたま市役所財政局北部市税事務所資産課税課 

  電話 ０４８（６４６）３１２０  

  



 

 

さいたま市告示第２０号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 

令和３年１月７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市緑区大間木三丁目３１番３、３１番１９、３１番２０、３１番２１、３１番２２、３

１番２３、３１番２４、３１番２５、３１番２６、３１番２７（うち第二工区） 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

（省略） 

３ 許可番号 

 令和２年１月２７日 

 第 変‐Ｓ２０１９０７３ 号 

４ 検査済証番号 

 令和３年１月６日 

 第 完２Ｓ２０１９０７３ 号 

  



 

 

さいたま市告示第２１号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 

令和３年１月７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市緑区芝原三丁目１１番６ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

東京都練馬区石神井町二丁目２６番１１号 

一建設株式会社 代表取締役 堀口忠美 

３ 許可番号 

 令和２年１０月１５日 

 第 開‐Ｓ２０２００５１ 号 

４ 検査済証番号 

 令和３年１月６日 

 第 完‐Ｓ２０２００５１ 号 

  



 

 

さいたま市告示第２２号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第６

５条の規定に基づき、指定医療機関（育成・更生）の開設者から次のとおり辞退の届出があったので

告示する。 

令和３年１月７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 辞退の届出のあった医療機関 

 ・ 別紙のとおり（別紙省略） 

２ 連絡先 

  担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害支援課自立支援給付係 

  電話 ０４８（８２９）１３０５ 

  



 

 

さいたま市告示第２３号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５

９条第１項の規定に基づき、次の医療機関について、指定自立支援医療機関（精神通院医療）の指定

をしたので告示する。 

令和３年１月７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 指定した医療機関 

・別紙のとおり（別紙省略） 

２ 連絡先 

   担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害支援課自立支援給付係 

   電話 ０４８（８２９）１３０５ 

  



 

 

さいたま市告示第２４号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第６

４条の規定に基づき、自立支援医療機関（精神通院医療）を担当する指定自立支援医療機関の開設者

から次のとおり指定医療機関等に係る変更の届出があったので告示する。 

令和３年１月７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 変更内容 

・別紙のとおり（別紙省略） 

２ 連絡先 

   担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害支援課自立支援給付係 

   電話 ０４８（８２９）１３０５ 

  



 

 

さいたま市告示第２５号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第６

０条第１項の規定に基づき、自立支援医療機関（精神通院医療）を担当する指定自立支援医療機関の

開設者から次のとおり指定医療機関等に係る更新の届出があったので告示する。 

令和３年１月７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 更新した医療機関 

・別紙のとおり（別紙省略） 

２ 連絡先 

   担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害支援課自立支援給付係 

   電話 ０４８（８２９）１３０５ 

  



 

 

さいたま市告示第２６号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５

９条第１項の規定に基づき、自立支援医療機関（精神通院医療）を担当する者として指定を受けてい

た指定自立支援医療機関の開設者から、次のとおり同法第６５条の規定による辞退の届出があったの

で告示する。 

令和３年１月７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 辞退した医療機関 

・ 別紙のとおり（別紙省略） 

２ 連絡先 

  担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害支援課自立支援給付係 

  電話 ０４８（８２９）１３０５ 

  



 

 

さいたま市告示第２７号 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項の規定により令和２年１２月

２４日さいたま市告示第１８２４号において公告した一般競争入札について、次のとおり入札を中止

したので、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第１４条第２項の規定により

公示する。 

令和３年１月７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 中止とした一般競争入札 

  件名 岩槻における人形を活用した商業振興事業業務 

  履行場所 さいたま市岩槻区 

２ 中止とした理由 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、事業の実施を中止するため。 

  



 

 

さいたま市告示第２８号 

次のとおり所有者の判明しない動物を収容しておりますので、さいたま市動物の愛護及び管理に関する

条例第１１条第１項及び同条第４項の規定に基づき公示します。飼い主は、令和３年１月１３日までに返

還の手続きをしてください。返還の手続きがない場合には処分します。 

令和３年１月７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

・ 次の表のとおり 

収容日 種類 収容場所 品種 性別 毛色 
年齢  

（推定） 
首輪の

有無 
特  徴 

１月 
６日 

犬 桜区宿 
ウェルシュ・

コーギー 
去勢 
オス 

茶白黒 5～8 歳 無 断尾 

１月 
６日 

犬 北区奈良町 
ラブラドール・

レトリーバー 
オス 黒 5～8 歳 有 

首輪：青色革製 
青色ワイヤー付き 

１月 
６日 

猫 北区土呂町 雑種 オス 茶白 3～6 歳 無 負傷動物 

連絡先 

   担当  さいたま市役所保健福祉局保健部動物愛護ふれあいセンター 

  電話  ０４８（８４０）４１５０ 

   ＦＡＸ ０４８（８４０）４１５９ 

  



 

 

さいたま市告示第２９号 

下記の書類を、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平

成１３年さいたま市条例第６７号）第７条の規定により、公示送達する。 

なお、当該書類は、さいたま市南部市税事務所個人課税課に保管し、いつでも送達を受けるべき者

に交付する。 

令和３年１月８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

記 

１ 送達をする書類 

  令和 ２年度市民税・県民税納税通知書 

  平成３１年度市民税・県民税納税通知書 

２ 送達を受ける者の住所及び氏名 

  別紙のとおり（別紙省略） 

３ その他 

  地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示をした日から起算して７日を経過したときは、

書類の送達があったものとみなす。 

４ 連絡先 

（１）   担当 さいたま市南部市税事務所個人課税課普通徴収第３係 

（２） 電話 ０４８（８２９）１３８９ 

  



 

 

さいたま市告示第３０号 

さいたま市の発注する「鴨川堤桜通り公園外１公園照明灯等設置工事」ほか１件の一般競争入札に

ついて、次のとおり公告する。 

令和３年１月８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、平成３１・３２年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格

者名簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定

める参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任で配置する技術者は、参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であるこ

と。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成

績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 



 

 

コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市

建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」

という。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比

較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」と

いう。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札

候補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者に係る技術検定等合格証明書等の写し（実務経験による場合は経歴

書）、監理技術者の資格を要する工事においては監理技術者資格証の表面と裏面の写し及び監

理技術者講習修了証の写し 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任で配置する技術者にあっては、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技

術者資格証の写しをもって確認できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事



 

 

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の

全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関

する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で変更が生じて

いる場合は別紙「健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入確認の提出書類」の該当する状

況の書類を併せて添付すること。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除く。

）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札候補

者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、入札

書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもっ

て入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制

限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行

った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書

比較価格の制限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者の

うち最低の価格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 



 

 

４ 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査 

(1) 調査基準価格（さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以

下「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を定

めている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価

格が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該

入札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、低入札価格調査を行う。 

(2) 失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）を定めてい

る場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書の直接工事費、共通仮設

費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下回った場合は、この者が

した入札を失格とする。 

(3) 低価格入札者（失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失格とならなか

った低価格入札者）は、落札保留の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌

日）の午後３時までに２(3)及び(4)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書類を契約課に提

出しなければならない。 

ア 低入札価格調査に係る書類の提出について（低入札価格取扱要綱様式第１号） 

イ 当該価格で入札した理由（低入札価格取扱要綱様式第２号） 

ウ 直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号） 

エ 共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号） 

オ 下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号） 

カ 配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号） 

キ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号） 

ク 手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第８号） 

ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（低入札価格取扱要綱様式第９号） 

コ 手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号） 

サ 資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号） 

シ 手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号） 

ス 機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号） 

セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号） 

ソ 誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号） 

タ 社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第１６号） 

(4) 失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の

翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積

内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札

者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その

日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。 

(5) 落札者の決定は、落札保留の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)において提

出された書類に基づく低入札価格調査及び入札参加資格の確認を経て行う。低入札価格調査にお

いて、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がし

た入札を失格とする。また、入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がし



 

 

た入札を無効とする。 

５ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい

て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

７ 契約金の支払方法 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

８ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

９ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 



 

 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号

）を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(8) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。 

(9) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要

綱、最低制限価格取扱要綱、さいたま市電子入札運用基準及びさいたま市競争入札参加資格業者

実態調査実施要領（平成２４年さいたま市制定）の定めるところによる。 

契約整理番号 ０２－３１６２－２０ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 鴨川堤桜通り公園外１公園照明灯等設置工事 
工事場所 さいたま市桜区新開１丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和３年３月３１日まで 
概要 鴨川堤桜通り公園 施設撤去工（樹木伐採）一式 公園土工一式 電気設備工（

ソーラー照明灯）5 基 仮設工一式 さいたま新都心公園 電気設備工（防犯カ

メラ）3 台 仮設工一式 

予定価格（税込） １２，６０６，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和３年１月１９日（火）午前９時から 

令和３年１月２１日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和３年１月２２日（金）午前９時から 

令和３年１月２５日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和３年１月２６日（火）午後１時３０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 造園工事業 Ｂ級 

本公告日において、平成３１・３２年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（

以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ

ること。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の造園工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす



 

 

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和３年１月８日（金）から 

質問受付期間 令和３年１月 ８日（金）午前９時から 
令和３年１月１８日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和３年１月２１日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 無 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案

件である。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市都市局都市計画部都市公園課 

電話 ０４８－８２９－１４２２ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０２－４３６５－１３０ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 道路修繕工事（Ｒ２主要地方道さいたま春日部線） 
工事場所 さいたま市見沼区大字蓮沼地内外 
履行期間 契約確定の日から令和３年３月３１日まで 
概要 側溝蓋交換 延長 409.1m 側溝清掃工【夜間】一式 構造物撤去工【夜間】一

式 側溝蓋設置工 （側溝蓋スリットタイプ）【夜間】383 枚 （管理用蓋グレ

ーチング蓋付）【夜間】27 枚 仮設工【夜間】一式 

予定価格（税込） １７，７１０，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和３年１月１９日（火）午前９時から 

令和３年１月２１日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和３年１月２２日（金）午前９時から 

令和３年１月２５日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和３年１月２６日（火）午後１時４０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｂ級 

本公告日において、平成３１・３２年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（

以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ

ること。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和３年１月８日（金）から 

質問受付期間 令和３年１月 ８日（金）午前９時から 
令和３年１月１８日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和３年１月２１日（木） 



 

 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 無 

その他 本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当す

る。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

 

  



 

 

さいたま市告示第３１号 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいた

ま市条例第６７号）第７条に規定する公示送達を次のとおり指定したので、同法第２０条の２及び同

条例第７条により告示する。 

令和３年１月８日 

                                  さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 送達する書類   

  令和２年度 市民税・県民税納税通知書 

２ 指定した送達を受けるべき者 

  別紙のとおり（別紙省略） 

３ その他 

  さいたま市長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する。 

  なお、地方税法第２０条の２第３項の規定により、掲示を始めた日から起算して 7 日を経過した

ときは、書類の送達があったものとみなす。 

４ 連絡先 

   担当 さいたま市財政局北部市税事務所個人課税課 

   電話 ０４８（６４６）３１０３ 

  



 

 

さいたま市告示第３２号 

 公の施設の指定管理者を、さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第３条第

１項の規定により、次のとおり指定する。 

令和３年１月８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

   所在地 さいたま市浦和区東高砂町１１番１号 

   名 称 さいたま市市民活動サポートセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

   所在地 さいたま市南区根岸１丁目７番１号 

   名 称 公益財団法人さいたま市文化振興事業団 

   代表者 理事長 柳沢 幸一 

３ 指定する期間 

 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

  



 

 

さいたま市告示第３３号 

公の施設の指定管理者を、さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第３条第

１項の規定により、次のとおり指定する。 

令和３年１月８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

  所在地 さいたま市緑区中尾１４４０番地８ 

  名 称 さいたま市地域中核施設プラザイースト 

２ 指定管理者に指定する団体 

  所在地 さいたま市南区根岸１丁目７番１号 

  名 称 公益財団法人さいたま市文化振興事業団 

  代表者 理事長 柳沢 幸一 

３ 指定する期間 

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

４ 連絡先 

  担当 さいたま市役所スポーツ文化局文化部文化振興課文化施設係 

  電話 ０４８（８２９）１２２７ 

  



 

 

さいたま市告示第３４号 

公の施設の指定管理者を、さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第３条第

１項の規定により、次のとおり指定する。 

令和３年１月８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

  所在地 さいたま市桜区道場４丁目３番１号 

  名 称 さいたま市地域中核施設プラザウエスト 

２ 指定管理者に指定する団体 

  所在地 さいたま市南区根岸１丁目７番１号 

  名 称 公益財団法人さいたま市文化振興事業団 

  代表者 理事長 柳沢 幸一 

３ 指定する期間 

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

４ 連絡先 

  担当 さいたま市役所スポーツ文化局文化部文化振興課文化施設係 

  電話 ０４８（８２９）１２２７ 

  



 

 

さいたま市告示第３５号 

公の施設の指定管理者を、さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第３条第

１項の規定により、次のとおり指定する。 

令和３年１月８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

  所在地 さいたま市大宮区大門町２丁目１１８番地 

  名 称 さいたま市民会館おおみや 

２ 指定管理者に指定する団体 

  所在地 さいたま市南区根岸１丁目７番１号 

  名 称 公益財団法人さいたま市文化振興事業団 

  代表者 理事長 柳沢 幸一 

３ 指定する期間 

  令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 

４ 連絡先 

  担当 さいたま市役所スポーツ文化局文化部文化振興課文化施設係 

  電話 ０４８（８２９）１２２７ 

  



 

 

さいたま市告示第３６号 

下記の書類を、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平

成１３年さいたま市条例第６７号）第７条の規定により、公示送達する。 

なお、当該書類は、南部市税事務所個人課税課に保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付す

る。 

令和３年１月８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

記 

１ 送達をする書類 

  令和２年度市民税・県民税納税通知書 

２ 送達を受ける者の住所及び氏名 

  別紙のとおり（別紙省略） 

３ その他 

  地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示をした日から起算して７日を経過したときは、

書類の送達があったものとみなす。 

４ 連絡先 

（１） 担当 南部市税事務所 個人課税課 普通徴収第１係 

（２） 電話 ０４８（８２９）１３８６ 

  



 

 

さいたま市告示第３７号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第２項の規定による道路を廃止したので、さい

たま市建築基準法施行細則（平成１３年規則第２１５号）第１３条第２項の規定により、次のとおり

告示する。 

令和３年１月８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 申請者 

  住所 （省略） 

  氏名 （省略） 

２ 道路廃止の概要 

  道路の位置 さいたま市緑区大字中尾字駒形１３２４番１、１３２５番、１３２６番１の各一

部、１３３０番３、市道Ｌ－４５７号線の一部 

  廃止の年月日 令和３年１月８日 

  廃止の番号 第南廃２０－００７号 

   道路の幅員 ４．００ｍ 

  道路の延長 １３．４０ｍ 

  



 

 

さいたま市告示第３８号 

さいたま市自転車等放置防止条例（平成１３年さいたま市条例第２０５号）第１０条第１項により

自転車を撤去し、同条第４項の規定により保管したので、第１２条第１項の規定により、次のとおり

告示する。 

令和３年１月８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 保管理由 

 さいたま市自転車等放置防止条例 

２ 保管開始年月日 

 令和２年１２月２８日 

３ 保管場所及び放置箇所 

  新開自転車保管所 

  南浦和駅、東浦和駅、西浦和駅、武蔵浦和駅及び北戸田駅周辺の自転車等放置禁止区域 

  吉野原自転車保管所 

  大宮駅、土呂駅、東大宮駅、北大宮駅、大宮公園駅、大和田駅、七里駅、日進駅、西大宮駅、 

指扇駅、宮原駅、鉄道博物館駅、加茂宮駅、東宮原駅、今羽駅、吉野原駅及びさいたま新都心 

駅（東口）周辺の自転車等放置禁止区域及び原動機付自転車 

  大戸自転車保管所 

  浦和駅、北浦和駅、中浦和駅、与野駅、北与野駅、与野本町駅、南与野駅及びさいたま新都 

 心駅（西口）周辺の自転車等放置禁止区域 

  岩槻自転車保管所 

  岩槻駅、東岩槻駅及び浦和美園駅周辺の自転車等放置禁止区域 

４ 保管自転車 

   別紙のとおり 

５ 保管台数 

    計 １２４台 

６ 連絡先 

  担当 さいたま市都市局都市計画部自転車まちづくり推進課車両対策事務所 

  電話 ０４８（６５２）８８１２ 

  



 

 

さいたま市告示第３９号 

屋外広告物法(昭和２４年法律第１８９号)第７条第４項の規定により広告物及び掲出物件を除却し、

同法第８条第１項の規定により保管したので、同条第２項並びにさいたま市屋外広告物条例(平成１

４年条例第１０９号)第２１条の２及び第２１条の３の規定により、次のとおり告示する。 

令和３年１月１２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量 

（1）はり札                    ４３５ 枚 

（2）立看板                     １５ 枚 

２ 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所、除却日時及び保管開始日時 

 別紙のとおり 

３ 保管場所 

 さいたま市緑区宮本２丁目１６番地３ 

４ 連絡先 

(１) 担当 さいたま市役所都市局南部都市・公園管理事務所管理課都市管理係 

(２) 電話 ０４８（８４０）６１７８ 

  



名称または種類 数　量 月　日 時　間 月　日 時　間

1 浦和区 立看板 2 令和2年12月1日
8時30分
から

17時00分
令和2年12月1日 17時00分

2 桜区 はり札 65 令和2年12月1日
8時30分
から

17時00分
令和2年12月1日 17時00分

3 南区 立看板 2 令和2年12月4日
8時30分
から

17時00分
令和2年12月4日 17時00分

4 南区 はり札 55 令和2年12月4日
8時30分
から

17時00分
令和2年12月4日 17時00分

5 中央区 はり札 55 令和2年12月8日
8時30分
から

17時00分
令和2年12月8日 17時00分

6 浦和区 はり札 54 令和2年12月11日
8時30分
から

17時00分
令和2年12月11日 17時00分

7 桜区 はり札 2 令和2年12月11日
13時00分
から

17時00分
令和2年12月11日 17時00分

8 南区 はり札 55 令和2年12月15日
8時30分
から

17時00分
令和2年12月15日 17時00分

9 緑区 はり札 52 令和2年12月18日
8時30分
から

17時00分
令和2年12月18日 17時00分

10 浦和区 はり札 51 令和2年12月22日
8時30分
から

17時00分
令和2年12月22日 17時00分

11 南区 はり札 41 令和2年12月25日
8時30分
から

17時00分
令和2年12月25日 17時00分

12 南区 立看板 7 令和2年12月25日
8時30分
から

17時00分
令和2年12月25日 17時00分

13 浦和区 はり札 1 令和2年12月25日
15時00分
から

16時00分
令和2年12月25日 16時00分

14 浦和区 立看板 4 令和2年12月25日
15時00分
から

16時00分
令和2年12月25日 16時00分

15 桜区 はり札 4 令和2年12月25日
13時00分
から

17時00分
令和2年12月25日 17時00分

16

30

31 計 はり札 435

32 立看板 15

 広告物及び掲出物告示リスト
告示年月日　令和3年1月12日

番号 放置されていた場所

保管した広告物・掲出物件 除却した日時 保管開始日時
備考



 

 

さいたま市告示第４０号 

下記の書類を介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示送達する。 

なお、当該書類については、さいたま市長が保管し、送達を受けるべき者については、管轄の各区

役所高齢介護課にていつでも交付する。 

令和３年１月１２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 送達を受けるべき者及び送達する書類 

 別紙のとおり（別紙省略） 

  



 

 

さいたま市告示第４１号 
公の施設の指定管理者を、さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第３条第

１項の規定により、次のとおり指定する。 
令和３年１月１２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 指定管理者に管理を行わせる施設 
   所在地 さいたま市桜区大字下大久保１５２３番地１ 

  名 称 さいたま市浦和斎場 
２ 指定管理者に指定する団体 
   所在地 さいたま市桜区大字下大久保９３０番地２ 

  名 称 浦和総業株式会社 
  代表者 代表取締役 渋谷 邦彦 

３ 指定する期間 
  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 
  



 

 

さいたま市告示第４２号 

屋外広告物法(昭和２４年法律第１８９号)第７条第４項の規定により広告物及び掲出物件を除却し、

同法第８条第１項の規定により保管したので、同条第２項並びにさいたま市屋外広告物条例(平成１

４年条例第１０９号)第２１条の２及び第２１条の３の規定により、次のとおり告示する。 

令和３年１月１２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量 

 (１) はり札      ７４４枚 

(２) 立看板        １８個 

２ 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所、除却日時及び保管開始日時 

 別紙のとおり 

３ 保管場所 

 さいたま市北区本郷町１８７２番地 

４ 連絡先 

(１) 担当 さいたま市 都市局北部都市・公園管理事務所 管理課 都市管理係 

(２) 電話 ０４８（６４６）３１７８ 

  



名称または種類 数　量
単
位

年　月　日 時　間 年　月　日 時　間

1 見沼区　岩槻区 はり札 92 枚 11月7日
9:00
から
16:00

11月7日 16時00分

2 北区 はり札 52 枚 11月10日
8:30
から
15:00

11月10日 15時00分

3 北区 立看板 2 個 11月10日
8:30
から
15:00

11月10日 15時00分

4 見沼区　岩槻区 はり札 71 枚 11月14日
9:00
から
16:00

11月14日 16時00分

5 大宮区 はり札 54 枚 11月17日
8:30
から
15:00

11月17日 15時00分

6 大宮区 立看板 1 個 11月17日
8:30
から
15:00

11月17日 15時00分

7 見沼区　岩槻区 はり札 45 枚 11月23日
9:00
から
16:00

11月23日 16時00分

8 西区 はり札 52 枚 11月24日
8:30
から
15:00

11月24日 15時00分

9 見沼区　岩槻区 はり札 52 枚 11月28日
9:00
から
16:00

11月28日 16時00分

10 北区 はり札 60 枚 12月1日
8:30
から
15:30

12月1日 15時30分

11 北区 立看板 1 個 12月1日
8:30
から
15:30

12月1日 15時30分

12 大宮区 はり札 1 枚 12月3日
14:00
から
16:00

12月3日 16時00分

13 大宮区 立看板 4 個 12月3日
14:00
から
16:00

12月3日 16時00分

14 大宮区 はり札 9 枚 12月4日
11:30
から
12:00

12月4日 12時00分

15 見沼区　岩槻区 はり札 71 枚 12月5日
9:00
から
16:00

12月5日 16時00分

16 大宮区 はり札 52 枚 12月8日
8:30
から
15:30

12月8日 15時30分

17 大宮区 はり札 1 枚 12月9日
9:45
から
10:30

12月9日 10時30分

18 見沼区　岩槻区 はり札 61 枚 12月12日
9:00
から
16:00

12月12日 16時00分

19 大宮区 はり札 8 枚 12月15日
13:30
から
15:00

12月15日 15時00分

20 大宮区 立看板 8 個 12月15日
13:30
から
15:00

12月15日 15時00分

21 北区 はり札 6 枚 12月15日
13:30
から
15:00

12月15日 15時00分

 広告物及び掲出物件告示リスト
告示年月日　令和3年1月12日

番号 放置されていた場所
保管した広告物・掲出物件 除却した日時 保管開始日時

備考



名称または種類 数　量
単
位

年　月　日 時　間 年　月　日 時　間

 広告物及び掲出物件告示リスト
告示年月日　令和3年1月12日

番号 放置されていた場所
保管した広告物・掲出物件 除却した日時 保管開始日時

備考

22 北区 立看板 2 個 12月15日
13:30
から
15:00

12月15日 15時00分

23 見沼区　岩槻区 はり札 46 枚 12月21日
9:00
から
16:00

12月21日 16時00分

24 見沼区　岩槻区 はり札 11 枚 12月26日
9:00
から
16:00

12月26日 16時00分

25

26

はり札 744 枚

立看板 18 個

　合　　計



 

 

さいたま市告示第４３号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 

令和３年１月１２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市大宮区三橋二丁目４７０番５、４７０番２１ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

 （省略） 

３ 許可番号 

 令和２年 ６月２９日 

 第開‐Ｎ２０２００３３号 

４ 検査済証番号 

令和３年 １月 ８日 

 第完‐Ｎ２０２００３３号 

  



 

 

さいたま市告示第４４号 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５８条の６第１項の規定による同法第３０条

の１１第１項の確認の辞退があったので、同法第５８条の１１の規定により告示する。 

令和３年１月１２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 特定子ども・子育て支援提供者の名称 

  株式会社らいふ 

２ 特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の名称及び所在地 

（１） 名称 

らいふ・にじいろ保育室 

（２） 所在地 

    さいたま市緑区東浦和５－２７－１３ 

３ 確認の辞退の年月日 

    令和２年１１月３０日 

４ 子ども・子育て支援施設等の種類 

  認可外保育施設 

５ 子ども・子育て支援法施行規則（平成２４年内閣府令第４４号）第２８条の１８第３項を満たし

ているか否かの別 

 ※法第 7 条第 10 項第 5 号に掲げる事業（認定こども園、幼稚園又は特別支援学校の預かり保育）

の場合に限る。 

  



 

 

さいたま市告示第４５号 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第３０条の１１第１項の確認をしたので、同法

第５８条の１１の規定により告示する。 

令和３年１月１２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 特定子ども・子育て支援提供者の名称 

  （省略） 

２ 特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の名称及び所在地 

（１）名称 

（省略） 

（２）所在地 

（省略） 

３ 確認の年月日 

  令和２年１２月１日 

４ 子ども・子育て支援施設等の種類 

  認可外保育施設 

５ 子ども・子育て支援法施行規則（平成２４年内閣府令第４４号）第２８条の１８第３項を満たし

ているか否かの別 

 ※法第 7 条第 10 項第 5 号に掲げる事業（認定こども園、幼稚園又は特別支援学校の預かり保育）

の場合に限る。 



 

 

 さいたま市告示第４６号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置を指定し

たので、建築基準法施行規則(昭和２５年建設省令第４０号)第１０条により、次のとおり告示する。 

令和３年１月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 申請者 

  住所 東京都武蔵野市境二丁目２番２号 

  氏名 株式会社飯田産業 代表取締役 千葉 雄二郎 

２ 位置指定道路の概要 

  道路の位置 さいたま市南区辻六丁目１９２９番１４ 

  指定の年月日 令和３年１月１３日 

  指定の番号 第南２０－０１９号   

  道路の幅員 ４．００ｍ 

  道路の延長 １２．３２ｍ 

 

  



 

 

さいたま市告示第４７号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 

令和３年１月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市大宮区北袋町二丁目１４４番３ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

 さいたま市大宮区北袋町二丁目１４４番地３ 

 （省略） 

３ 許可番号 

 令和２年 ８月 ５日 

 第開‐Ｎ２０２００５８号 

４ 検査済証番号 

令和３年 １月１２日 

 第完‐Ｎ２０２００５８号 

  



 

 

さいたま市告示第４８号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 

令和３年１月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市見沼区大字南中丸字合野谷７５８番１、７５８番２、７５８番３、７５８番４、 

７５８番５、７５８番６、７５８番７、７５８番８ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

 東京都武蔵野市境二丁目２番２号 

株式会社 飯田産業 代表取締役 千葉 雄二郎 

３ 許可番号 

 令和２年１２月１４日 

 第変‐Ｎ２０２００９２号 

４ 検査済証番号 

令和３年 １月１２日 

第完‐Ｎ２０２００９２号 

  



 

 

さいたま市告示第４９号 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条及びさいたま市会計規則第３７条の規定

に基づく収納事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定により告示する。 

令和３年１月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 受託者 

  所在地 さいたま市桜区田島９－３１－１ 

  名 称 株式会社埼京プロテック 

  代表者 代表取締役 長谷川 浩一 

２ 委託事務 

 見沼区役所における有償刊行物の頒布に係る売払代金の収納事務 

３ 委託期間 

 平成３１年４月１日から平成３４年３月３１日まで 

４ 連絡先 

  担当 さいたま市役所見沼区くらし応援室 

  電話 ０４８（６８１）６０２６ 

  



 

 

さいたま市告示第５０号 

無効となるさいたま市国民健康保険被保険者証等について、別紙のとおり（別紙省略）告示する。 

令和３年１月１４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

  



 

 

さいたま市告示第５１号 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいた

ま市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達する。 

なお、当該書類はさいたま市長が保管し、いつでも送達を受けるべきものに交付する。 

令和３年１月１４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 送達をする書類 

   国民健康保険税納税（更正）通知書 

２ 送達を受ける者の住所及び氏名 

   別紙のとおり（別紙省略） 

３ その他 

   地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示をした日から起算して７日を経過したときは、

書類の送達があったものとみなす。 

４ 連絡先 

  区役所保険年金課 国保係（市外局番は全て０４８） 

西区役所  〒３３１－８５８７ 西区西大宮３－４－２    ℡．６２０－２６７３ 

北区役所  〒３３１－８５８６ 北区宮原町１－８５２－１  ℡．６６９－６０７３ 

大宮区役所 〒３３０－８５０１ 大宮区吉敷町１－１２４－１ ℡．６４６－３０７３ 

見沼区役所 〒３３７－８５８６ 見沼区堀崎町１２－３６   ℡．６８１－６０７３ 

中央区役所 〒３３８－８６８６ 中央区下落合５－７－１０  ℡．８４０－６０７３ 

桜区役所  〒３３８－８５８６ 桜区道場４－３－１     ℡．８５６－６１８３ 

浦和区役所 〒３３０－９５８６ 浦和区常盤６－４－４    ℡．８２９－６１６２ 

南区役所  〒３３６－８５８６ 南区別所７－２０－１    ℡．８４４－７１８３ 

緑区役所  〒３３６－８５８７ 緑区大字中尾９７５－１   ℡．７１２－１１８３ 

岩槻区役所 〒３３９－８５８５ 岩槻区本町３－２－５    ℡．７９０－０１７４ 

  



 

 

さいたま市告示第５２号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 

令和３年１月１４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市西区大字飯田字屋敷附３４７番３、３４７番６、３４７番７、３４７番８ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

 （省略） 

３ 許可番号 

 令 和 ２ 年 ６ 月 ２ ３ 日 

 第開‐Ｎ２０２００２１号 

４ 検査済証番号 

令 和 ３ 年 １ 月 １ ３ 日 

第完‐Ｎ２０２００２１号 

  



 

 

さいたま市告示第５３号 

次のとおり所有者の判明しない動物を収容しておりますので、さいたま市動物の愛護及び管理に関する

条例第１１条第１項及び同条第４項の規定に基づき公示します。飼い主は、令和３年１月１９日までに返

還の手続きをしてください。返還の手続きがない場合には処分します。 

令和３年１月１４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

・ 次の表のとおり 

収容日 種類 収容場所 品種 性別 毛色 
年齢  

（推定） 
首輪の

有無 
特  徴 

１月 
８日 

猫 緑区中尾 雑種 メス キジ白 3～6 才 無 負傷動物 

１月 
１３日 

猫 見沼区南中丸 雑種 メス 白黒 2～5 才 有 赤色布製 

連絡先 

   担当  さいたま市役所保健福祉局保健部動物愛護ふれあいセンター 

  電話  ０４８（８４０）４１５０ 

  ＦＡＸ ０４８（８４０）４１５９ 

  



 

 

さいたま市告示第５４号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置を廃止し

たので、さいたま市建築基準法施行細則（平成１３年規則第２１５号）第１３条第２項の規定によ

り、次のとおり告示する。 

令和３年１月１４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 申請者 

(1) 住所 （省略） 

(2) 氏名 （省略） 

２ 道路廃止の概要 

(1) 道路の位置 さいたま市大宮区三橋三丁目９番２、１０番１、同番１１の各一部 

(2) 廃止の年月日 令和３年１月１３日 

(3) 廃止の番号 第北廃２０－００６号 

 (4) 道路の幅員 ４．００ｍ 

 (5) 道路の延長 ２２．５０ｍ 

  



 

 

さいたま市告示第５５号 

 高齢者の医療の確保に関する法律第１１２条の規定により、次の書類を公示送達する。 

 なお、当該書類はさいたま市保健福祉局福祉部年金医療課に保管し、いつでも送達を受けるべき者

に交付する。 

令和３年１月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 送達をする書類 

  令和２年度 後期高齢者医療保険料督促状 

２ 送達を受ける者の住所・氏名 

  別紙のとおり（別紙省略） 

３ 期間 

  令和３年１月１５日から令和３年１月２１日まで 

４ その他 

高齢者の医療の確保に関する法律第１１２条で準用する地方税法第２０条の２第３項の規定に

より、掲示を始めた日から起算して７日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。 

５ 連絡先 

 （１）担当 さいたま市保健福祉局福祉部年金医療課高齢者医療係 

 （２）電話 ０４８（８２９）１２７８ 

  



 

 

さいたま市告示第５６号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置を指定し

たので、建築基準法施行規則(昭和２５年建設省令第４０号)第１０条により、次のとおり告示する。 

令和３年１月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 申請者 

  住所 東京都渋谷区代々木二丁目１番１号 

  氏名 積水ハウス不動産東京株式会社 代表取締役 島貫 利一 

２ 位置指定道路の概要 

  道路の位置 さいたま市緑区馬場一丁目４１番９、４１番３２、４１番３４ 

  指定の年月日 令和３年１月１５日 

  指定の番号 第南２０－０２０号 

  道路の幅員 ４．００ｍ 

  道路の延長 ２４．００ｍ 

  



 

 

さいたま市告示第５７号 

さいたま市老人福祉センター武蔵浦和荘の指定管理者を、さいたま市公の施設の指定管理者の指定の

手続等に関する条例第３条第１項の規定により、次のとおり指定する。 

令和３年１月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

  所在地 さいたま市南区別所７丁目２０番１号 

  名 称 さいたま市老人福祉センター武蔵浦和荘 

２ 指定管理者に指定する団体 

   所在地 東京都中央区銀座４丁目１２番１５号歌舞伎座タワー２０階 

  名 称 オーエンス・アイルグループ 

  代表者 株式会社オーエンス 代表取締役 大木 一雄 

３ 指定する期間 

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

４ 連絡先 

  担当 さいたま市役所保健福祉局長寿応援部高齢福祉課企画施設係 

  電話 ０４８（８２９）１２５９ 

  



 

 

さいたま市告示第５８号 

さいたま市宝来グラウンド・ゴルフ場の指定管理者を、さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手

続等に関する条例第３条第１項の規定により、次のとおり指定する。 

令和３年１月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

  所在地 さいたま市西区大字宝来１２５番地１ 

  名 称 さいたま市宝来グラウンド・ゴルフ場 

２ 指定管理者に指定する団体 

   所在地 東京都中央区日本橋堀留町２丁目１番１号 

  名 称 さいたまウェルネススポーツＪＶ 

  代表者 シンコースポーツ株式会社 代表取締役 石崎 健太 

３ 指定する期間 

  令和３年４月１日から令和７年３月３１日まで 

４ 連絡先 

  担当 さいたま市役所保健福祉局長寿応援部高齢福祉課企画施設係 

  電話 ０４８（８２９）１２５９ 

  



 

 

さいたま市告示第５９号 

さいたま市高齢者生きがい活動センターの指定管理者を、さいたま市公の施設の指定管理者の指定の

手続等に関する条例第３条第１項の規定により、次のとおり指定する。 

令和３年１月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

  所在地 さいたま市北区植竹町１丁目５９３番地１ 

  名 称 さいたま市高齢者生きがい活動センター 

２ 指定管理者に指定する団体 

   所在地 さいたま市大宮区土手町１丁目２１３番地１ 

  名 称 公益社団法人さいたま市シルバー人材センター 

  代表者 理事長 佐伯 鋼兵 

３ 指定する期間 

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

４ 連絡先 

  担当 さいたま市役所保健福祉局長寿応援部高齢福祉課企画施設係 

  電話 ０４８（８２９）１２５９ 

  



 

 

さいたま市告示第６０号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 

令和３年１月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市見沼区大字南中野字諏訪２８番１、２９番１、２９番３、３１番１、３１番２、 

３１番４、３１番５、３１番６、３１番７、３１番８、３１番９、３１番１０、５０番１、 

５０番２、５０番３、５０番４ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

 さいたま市見沼区大字南中野２９番地 

 社会福祉法人 大桜会 

 理事長 小松 丈祐 

３ 許可番号 

 令和２年 ３月１１日 

 第開‐Ｎ２０１９１４０号 

４ 検査済証番号 

令和３年 １月１４日 

 第完‐Ｎ２０１９１４０号 

  



 

 

さいたま市告示第６１号 

都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第２８条第１項の規定により、大宮駅西口第３－Ｂ地区

市街地再開発組合から理事長の氏名及び住所の届出があったので、同法第２８条第２項の規定により

次のとおり公告する。 

令和３年１月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 理事長の氏名 

  （省略） 

２ 理事長の住所 

（省略）  



 

 

さいたま市告示第６２号 

さいたま市自転車等放置防止条例（平成１３年さいたま市条例第２０５号）第１０条第１項により

自転車を撤去し、同条第４項の規定により保管したので、第１２条第１項の規定により、次のとおり

告示する。 

令和３年１月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 保管理由 

 さいたま市自転車等放置防止条例 

２ 保管開始年月日 

 令和３年 １月 ８日 

３ 保管場所及び放置箇所 

  新開自転車保管所 

  南浦和駅、東浦和駅、西浦和駅、武蔵浦和駅及び北戸田駅周辺の自転車等放置禁止区域 

  吉野原自転車保管所 

  大宮駅、土呂駅、東大宮駅、北大宮駅、大宮公園駅、大和田駅、七里駅、日進駅、西大宮駅、 

指扇駅、宮原駅、鉄道博物館駅、加茂宮駅、東宮原駅、今羽駅、吉野原駅及びさいたま新都心 

駅（東口）周辺の自転車等放置禁止区域及び原動機付自転車 

  大戸自転車保管所 

  浦和駅、北浦和駅、中浦和駅、与野駅、北与野駅、与野本町駅、南与野駅及びさいたま新都 

 心駅（西口）周辺の自転車等放置禁止区域 

  岩槻自転車保管所 

  岩槻駅、東岩槻駅及び浦和美園駅周辺の自転車等放置禁止区域 

４ 保管自転車 

   別紙のとおり 

５ 保管台数 

    計 ９４台 

６ 連絡先 

  担当 さいたま市都市局都市計画部自転車まちづくり推進課車両対策事務所 

  電話 ０４８（６５２）８８１２ 

 

 



撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

新開自転車保管所

2021/01/04 東浦和駅 埼玉県警17-7158768 A16AH59736          

2021/01/04 南浦和駅東口 埼玉県警20-201019800 XY20C01315          

2021/01/04 西浦和駅 埼玉県警17-7117137 S6L044927           

2021/01/05 南浦和駅東口 埼玉県警20-202930875 V191124045          

2021/01/05 南浦和駅東口 淀川264521 STPFF05982          

2021/01/06 東浦和駅 埼玉県警09-9463261 LE38078             

2021/01/06 東浦和駅 埼玉県警17-7448774 GZ7F00041           

2021/01/06 南浦和駅西口 埼玉県警05-5184638 B4X16690            

2021/01/06 武蔵浦和駅 埼玉県警19-192665299 WBK948410L          

2021/01/06 武蔵浦和駅 埼玉県警15-5267318 B4L04495            

2021/01/06 武蔵浦和駅 不明 F20G00833           

2021/01/06 武蔵浦和駅 埼玉県警17-7381750 B7E50129            

2021/01/07 南浦和駅西口 不明 FJA1E38932          

2021/01/07 武蔵浦和駅 大森G-24138 KG7J00779           

2021/01/07 西浦和駅 埼玉県警20-201955408 STF044713           

2021/01/08 南浦和駅西口 埼玉県警07-7566226 CT7098140           

2021/01/08 武蔵浦和駅 埼玉県警16-6332671 F60510414           

2021/01/08 武蔵浦和駅 埼玉県警19-194447272 GC9G02141           

2021/01/12 1/6 ページ



撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

吉野原自転車保管所

2021/01/04 大宮駅東口 埼玉県警18-8382098 FD70500208          

2021/01/04 大宮駅西口 埼玉県警20-201865751 SUB005629           

2021/01/04 大宮駅西口 丸の内73926 G73F07212           

2021/01/04 大宮駅西口 埼玉県警17-7111113 S6G137143           

2021/01/04 大宮駅西口 埼玉県警20-202589162 S0WA02996           

2021/01/04 大宮駅西口 埼玉県警15-5139826 JH4K09947           

2021/01/04 宮原駅東口 山口県警松-230264 F190885548          

2021/01/04 宮原駅西口 埼玉県警16-6038482 5K80438             

2021/01/04 東大宮駅西口 埼玉県警17-7142947 F130600228          

2021/01/04 東大宮駅西口 埼玉県警16-6147596 SPJ030582           

2021/01/04 東大宮駅西口 南大沢B-09136 STG326344           

2021/01/04 東大宮駅西口 埼玉県警09-9362975 S9D60741            

2021/01/05 大宮駅東口 埼玉県警18-8001927 SA704013            

2021/01/05 大和田駅 埼玉県警20-202612580 SUC001096           

2021/01/05 大和田駅 不明 JK20A114092         

2021/01/05 大和田駅 埼玉県警18-8457077 V180906331          

2021/01/05 大和田駅 埼玉県警18-8145169 S7K004534           

2021/01/05 大和田駅 埼玉県警20-202018537 ZY9L070954          

2021/01/05 大和田駅 埼玉県警16-6263037 STNLA44212          

2021/01/05 大和田駅 埼玉県警19-194583451 STH011701           

2021/01/05 大和田駅 不明 HG5TJ20578          

2021/01/05 大和田駅 埼玉県警20-200065840 STH312412           

2021/01/06 大宮駅西口 埼玉県警10-0366095 CD10D10838          

2021/01/06 大宮駅西口 埼玉県警19-190171256 A18AJ82667          

2021/01/07 大宮駅東口 埼玉県警16-6561752 A16AD90098          

2021/01/07 大宮駅東口 埼玉県警18-8000545 GC7H12045           
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

吉野原自転車保管所

2021/01/07 大宮駅東口 埼玉県警18-8243553 A17AB39440          

2021/01/07 大宮駅東口 埼玉県警20-200026055 ZY9L132924          

2021/01/07 大宮駅西口 埼玉県警17-7013910 GF6L83402           

2021/01/07 大宮駅西口 不明 V191114476          

2021/01/07 東大宮駅西口 埼玉県警19-194044852 GC7L09948           

2021/01/07 西大宮駅北口 埼玉県警18-8207441 A18AA43180          

2021/01/08 新都心駅東口 埼玉県警16-6321914 Y16D002466          
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

大戸自転車保管所

2021/01/04 浦和駅東口 目黒B-96583 S608260208          

2021/01/04 浦和駅西口 埼玉県警16-6336394 A16AC02036          

2021/01/04 浦和駅西口 埼玉県警15-5121929 B4L28053            

2021/01/04 浦和駅西口 埼玉県警16-6206050 A16PB20216          

2021/01/04 北浦和駅東口 埼玉県警11-1097583 SJK38608            

2021/01/04 新都心駅西口 埼玉県警16-6148005 HG4TJ28358          

2021/01/04 北与野駅 埼玉県警20-201567874 F20190123           

2021/01/04 北与野駅 埼玉県警18-8250548 A18AB39409          

2021/01/05 北浦和駅東口 埼玉県警15-5011620 S8400627            

2021/01/05 与野駅西口 埼玉県警11-1146719 AS100503052         

2021/01/06 北浦和駅東口 埼玉県警16-6406518 GC6E07690           

2021/01/06 北浦和駅東口 埼玉県警18-8099760 A17AI 33859          

2021/01/06 北浦和駅東口 埼玉県警18-8012892 SPK075149           

2021/01/06 北浦和駅東口 埼玉県警17-7472029 B7B72193            

2021/01/06 北浦和駅東口 埼玉県警19-194458959 STG045133           

2021/01/06 北浦和駅東口 埼玉県警17-7154145 B6L12018            

2021/01/06 北浦和駅東口 埼玉県警16-6206859 A16PB01135          

2021/01/06 北浦和駅西口 埼玉県警18-8014917 LCG34326            

2021/01/06 北浦和駅西口 埼玉県警06-6431809 CA5D3206            

2021/01/06 与野駅東口 埼玉県警08-8363479 B8A54361            

2021/01/06 与野駅東口 埼玉県警19-195424896 不明 

2021/01/06 新都心駅西口 埼玉県警16-6088824 A15AJ42813          

2021/01/06 新都心駅西口 埼玉県警19-192406374 C6DF6743            

2021/01/06 北与野駅 埼玉県警17-7404419 KFA1243226          

2021/01/06 与野本町駅 埼玉県警09-9209723 S8K22556            

2021/01/07 新都心駅西口 埼玉県警17-7193855 S6K023053           
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大戸自転車保管所

2021/01/07 北与野駅 埼玉県警18-8495826 A18AH02290          

2021/01/07 南与野駅 埼玉県警19-191427149 A19PA08408          

2021/01/08 浦和駅東口 埼玉県警17-7164534 V161003788          

2021/01/08 北浦和駅西口 埼玉県警08-8371387 B7K65880            

2021/01/08 新都心駅西口 埼玉県警08-8559915 H6A36164            

2021/01/08 新都心駅西口 埼玉県警20-204562555 B0X62296            

2021/01/08 与野本町駅 不明 SLE010595           

2021/01/12 5/6 ページ



撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

岩槻自転車保管所

2021/01/04 岩槻駅 不明 G130805313          

2021/01/04 岩槻駅 埼玉県警20-204819459 SVUG02786           

2021/01/05 岩槻駅 埼玉県警18-8500138 SSH033716           

2021/01/05 岩槻駅 埼玉県警20-203664753 JMH200613403        

2021/01/05 岩槻駅 埼玉県警18-8477094 SKE18519            

2021/01/05 岩槻駅 埼玉県警12-2526834 SMG034469           

2021/01/07 岩槻駅 埼玉県警14-4360480 T93EF448            

2021/01/07 岩槻駅 埼玉県警14-4251780 F140274859          

2021/01/08 岩槻駅 不明 B3G16899            

2021/01/08 岩槻駅 埼玉県警14-4052353 F130873978          

合計： 94台
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